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(57)【要約】
【課題】遊技者に大当たり等を予感させるような振動を
操作ボタンに良好に発生させるようにした演出操作装置
を備える遊技機を提供する。
【解決手段】振動機構ＶＭにおいて、可振板２００ｄは
、左右両側前後方向中間部位２１２にて、縦断面コ字状
左右両側カバー２２０ａ、２２０ｂ、上下左側環状スペ
ーサ２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄを介し
左右両側ねじ２３０ａ、２３０ｂでもってボタンベース
１４０ａの傾斜状上壁１４６ａを介し操作ボタン１４０
ｃに振動伝達可能に組み付けられている。ここで、左右
両側前後方向中間部位２１２のうち左側前後方向中間部
位２１２は、右側前後方向中間部位２１２よりも前方に
ずれて位置するように可振板２００ｄに形成されている
。
【選択図】図４４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演出操作装置及び回転手段を備える遊技機において、
　前記回転手段は、回転軸と、当該回転軸により支持される回転体と、当該回転体を回転
可能に支持するように設けられる支持部材とを有して、期待度の高い演出態様或いは期待
度の低い演出態様を前記回転体の表面の絵柄にて報知するようになっており、
　前記演出操作装置は、
　ベースと、
　当該ベースに押動可能に支持してなる操作ボタンと、
　当該操作ボタンに対し振動を伝達可能に前記ベースに支持してなる可振板と、
　当該可振板の面に沿う前後方向中心線の左右両側にて前記可振板及び前記ベースの双方
に接触可能に設けてなる左右両側弾性スペーサ部材と、
　振動発生手段とを有しており、
　前記左右両側弾性スペーサ部材は、前記可振板の前記面上において前記左右両側弾性ス
ペーサ部材の一方の弾性スペーサ部材を起点として前記前後方向中心線に対する左右方向
法線と交差するように他方の弾性スペーサ部材に向けて延在する左右方向傾斜直線上に位
置しており、
　前記振動発生手段は、モータ本体及び当該モータ本体から同軸的に延出する出力軸を有
するモータと、当該モータの前記出力軸に支持される偏心体とを備えており、
　前記回転手段において、
　前記回転体は、その演出態様が前記期待度の低い演出態様にあるときには低い回転速度
にて回転し、また、前記演出態様が前記期待度の高い演出態様にあるときには高い回転速
度にて回転するようになっており、
　前記振動発生手段において、
　前記偏心体は、前記モータの回転に伴い偏心回転することにより、前記振動を、前記出
力軸、前記モータ本体及び前記左右両側弾性スペーサ部材を介し前記操作ボタンに対し伝
達可能に前記可振板に発生させるようになっており、
　大当たりのときには、前記可振板の振動が発生し、または前記回転体の回転速度が前記
高い回転速度になるようになっていることを特徴とする遊技機。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機やスロットマシンなどの遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機においては、下記特許文献１に開示されたパチンコ機がある。当
該パチンコ機において、その演出用操作装置は、パチンコ機の遊技機本体の前板からその
前方へ膨出するように形成した上皿カバーの左右方向中央部に形成してなる中央開口部内
に収容されている。なお、当該中央開口部は、上皿カバーの左右方向中央部にて、パチン
コ機の前側斜め上方に向けて開口している。
【０００３】
　ここで、当該演出用操作装置において、回転灯は、回転軸の軸周りに回転可能となるよ
うに、上皿カバーの中央開口部内にて回転軸と同軸的に支持されている。また、透明のド
ーム型操作ボタン部は、上皿カバーの中央開口部内にて、回転灯を覆うように、上皿カバ
ーの中央開口部内にて、回転軸と同軸的に組み付けられるようになっており、当該ドーム
型操作ボタン部は、そのドーム部にて、上皿カバーの中央開口部から前側上方へ突出して
いる。これにより、遊技者は、回転灯を、ドーム型操作ボタン部のドーム部を通して視認
可能となっている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１３５８７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、遊技者に大当たり等を予感させるような振動をドーム型操作ボタン部に
発生させる場合に、当該振動が良好に発生しないと、遊技者に対し大当たり等の予感を与
えにくいという不具合を招く。
【０００６】
　そこで、本発明は、以上のようなことに対処するため、遊技者に大当たり等を予感させ
るような振動を操作ボタンに良好に発生させるようにした演出操作装置を備える遊技機を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題の解決にあたり、本発明に係る遊技機は、請求項１の記載によれば、
　演出操作装置（ＢＧ）及び回転手段（ＲＭ）を備える。
【０００８】
　当該遊技機において、
　回転手段は、回転軸（１６１）と、当該回転軸により支持される回転体（ＲＤ）と、当
該回転体を回転可能に支持するように設けられる支持部材（１５０ｂ）とを有して、期待
度の高い演出態様或いは期待度の低い演出態様を回転体の表面の絵柄にて報知するように
なっており、
　演出操作装置は、
　ベース(１４０ａ）と、
　当該ベースに押動可能に支持してなる操作ボタン（１４０ｃ）と、
　当該操作ボタンに対し振動を伝達可能にベースに支持してなる可振板（２００ｄ）と、
　当該可振板の面に沿う前後方向中心線（Ｑ）の左右両側にて可振板及びベースの双方に
接触可能に設けてなる左右両側弾性スペーサ部材（２２０ｃ、２２０ｄ）と、
　振動発生手段（ＶＭ)とを有しており、
　左右両側弾性スペーサ部材は、可振板の上記面上において左右両側弾性スペーサ部材の
一方の弾性スペーサ部材を起点として上記前後方向中心線に対する左右方向法線（Ｐ）と
交差するように他方の弾性スペーサ部材に向けて延在する左右方向傾斜直線（Ｐ１）上に
位置しており、
　振動発生手段は、モータ本体（２１４）及び当該モータ本体から同軸的に延出する出力
軸（２１５）を有するモータ（２００ｆ）と、当該モータの上記出力軸に支持される偏心
体（２００ｇ）とを備えており、
　回転手段において、
　回転体は、その演出態様が上記期待度の低い演出態様にあるときには低い回転速度にて
回転し、また、上記演出態様が上記期待度の高い演出態様にあるときには高い回転速度に
て回転するようになっており、
　振動発生手段において、
　偏心体は、モータの回転に伴い偏心回転することにより、上記振動を、上記出力軸、上
記モータ本体及び左右両側弾性スペーサ部材を介し操作ボタンに対し伝達可能に可振板に
発生させるようになっており、
　大当たりのときには、可振板の振動が発生し、または回転体の回転速度が上記高い回転
速度になるようになっていることを特徴とする。
【０００９】
　これによれば、回転手段は、その回転体にて、演出態様が上記期待度の低い演出態様に



(4) JP 2017-121560 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

あるときには低い回転速度にて回転し、また、上記演出態様が上記期待度の高い演出態様
にあるときには高い回転速度にて回転するようになっている。
【００１０】
　従って、回転体の回転速度が高い回転速度になると、回転体の演出態様が期待度の高い
演出態様になることで、遊技者は、例えば、大当たりを期待する等の遊技上の興趣を感受
し得る。
【００１１】
　また、振動発生手段は、その偏心体にて、モータの回転に伴い偏心回転することにより
、出力軸、モータ本体及び左右両側弾性スペーサ部材を介し、振動を操作ボタンに対し伝
達可能に可振板に発生させると、当該振動が、可振板により、操作ボタンに伝達されるよ
うになっている。従って、操作ボタンが可振板からの振動を受けて振動することで、遊技
者は、その手により操作ボタンに触れたとき、上述のような操作ボタンの振動を感知して
、リーチや大当たりを期待する等の遊技興趣を感受し得る。
【００１２】
　ここで、左右両側弾性スペーサ部材が、可振板の面上において当該左右両側弾性スペー
サ部材の一方の弾性スペーサ部材を起点として前後方向中心線に対する左右方向法線と交
差するように他方の弾性スペーサ部材に向けて延在する左右方向傾斜直線上に位置すべく
、可振板の面に沿う前後方向中心線の左右両側にて可振板及びベースの双方に接触可能に
設けられている。
【００１３】
　このため、可振板は、偏心体の偏心回転に伴うモータ本体の偏心振動を、左右両側弾性
スペーサ部材を介し左右両側弾性スペーサ部材の各弾性変形に応じて受けて振動を発生す
る。
【００１４】
　ここで、上述したごとく、大当たりのときには、可振板の振動が発生し、または回転体
の回転速度が高い回転速度になるようになっている。従って、可振板の振動が発生したり
、回転体の回転速度が高い回転速度になると、遊技者は、その遊技において、大当たりを
期待する等の興趣を感受し得る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、回転体の回転速度が高い回転速度になると、回転体の演出態様が期待
度の高い演出態様になることで、遊技者は、例えば、大当たりを期待する等の遊技上の興
趣を感受し得る。
【００１６】
　また、振動発生手段が、その偏心体にて、モータの回転に伴い偏心回転することにより
、出力軸、モータ本体及び左右両側弾性スペーサ部材を介し、振動を可振板に発生させる
と、当該振動が、可振板により、操作ボタンに伝達される。これに伴い、操作ボタンが振
動することで、遊技者は、その手により操作ボタンに触れたとき、上述のような操作ボタ
ンの振動を感知して、リーチや大当たりを期待する等の遊技興趣を期待し得る。
【００１７】
　ここで、大当たりのときには、可振板の振動が発生し、または回転体の回転速度が高い
回転速度になるようになっている。従って、可振板の振動が発生したり、回転体の回転速
度が高い回転速度になると、遊技者は、その遊技において、大当たりを期待する等の興趣
を感受し得る。
【００１８】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係るパチンコ遊技機の第１実施形態を示す部分破断前面図である。
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【図２】図１のパチンコ遊技機を示す斜視図である。
【図３】図２のパチンコ遊技機を示す部分破断斜視図である。
【図４】図３のパチンコ遊技機を、操作ハンドルの分解状態にて示す部分破断図である。
【図５】図４の演出操作装置を示す拡大斜視図である。
【図６】図５の演出操作装置をその底面側からみた斜視図である。
【図７】図４の演出操作装置の底面図である。
【図８】図５の演出操作装置を、筐体を省略した状態で示す斜視図である。
【図９】図８の演出操作装置を示す部分破断右側面図である。
【図１０】図５の演出操作装置を示す縦断面図である。
【図１１】図５の演出操作装置を示す縦断面図である。
【図１２】図８の演出操作装置を示す上面図である。
【図１３】図８の演出操作装置の回転機構を示す拡大斜視図である。
【図１４】図１３の回転機構を斜め前下方から見た斜視図である。
【図１５】図１３の回転体、Ｌ字状基体及び横駆動機構を示す部分破断図である。
【図１６】図１の演出操作装置を、図５の回転機構とは９０度異なる回転位置にある回転
機構の状態にて示す斜視図である。
【図１７】図１６の演出操作装置を示す上面図である。
【図１８】図１６の演出操作装置を示す右側面図である。
【図１９】図１のパチンコ遊技機の電子制御システムを示すブロック回路図である。
【図２０】図１９の主制御装置、センサ群及び第１被駆動素子群を表すブロック回路図で
ある。
【図２１】図２０の主制御装置における入力ポートの各ビットと入力データとの関係を示
す図である、
【図２２】図２０の主制御装置における各出力ポートの各ビットと出力データとの関係を
示す図である。
【図２３】図１９の外部端子盤を示す詳細ブロック回路図である。
【図２４】図１９の主制御装置、外部端子盤及びホールコンピュータを、主制御装置から
外部端子盤への出力データとの関係にて示すブロック回路図である。
【図２５】図１９の副制御装置、電源回路及び第１被駆動素子群を表すブロック回路図で
ある。
【図２６】図２０の主制御装置のマイクロコンピュータにより実行される主制御プログラ
ムを表すフローチャートである。
【図２７】図２０の主制御装置のマイクロコンピュータにより実行される第１主タイマー
割り込み制御プログラムを表すフローチャートである。
【図２８】図２０の主制御装置のマイクロコンピュータにより実行される第２主タイマー
割り込み制御プログラムを表すフローチャートである。
【図２９】図２７の第１始動入賞口ルーチンを表す詳細フローチャートである。
【図３０】図２７の第２始動入賞口ルーチンを表す詳細フローチャートである。
【図３１】図２７のゲート処理ルーチンを表す詳細フローチャートである。
【図３２】図２７の特別図柄処理ルーチンを表す詳細フローチャートである。
【図３３】図２７の普通図柄処理ルーチンを表す詳細フローチャートである。
【図３４】図２５のシステム制御部により実行される演出制御プログラムを示すフローチ
ャートの一部である。
【図３５】図２５のシステム制御部により実行される演出制御プログラムを示すフローチ
ャートの一部である。
【図３６】図２５のシステム制御部により実行される副タイマー割り込み制御プログラム
を表すフローチャートの一部である。
【図３７】図２５のシステム制御部により実行される副タイマー割り込み制御プログラム
を表すフローチャートの一部である。
【図３８】図２５のシステム制御部により実行される副タイマー割り込み制御プログラム
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を表すフローチャートの一部である。
【図３９】図２５のシステム制御部により実行される副タイマー割り込み制御プログラム
を表すフローチャートの一部である。
【図４０】図２５のシステム制御部により実行される副タイマー割り込み制御プログラム
を表すフローチャートの一部である。
【図４１】装飾図柄変動及び回転体回転速度を時間との関係にて示すタイミングチャート
である。
【図４２】本発明の第２実施形態の要部を示す縦断面図である。
【図４３】本発明の第３実施形態の要部を示す縦断面図である。
【図４４】本発明の第４実施形態の要部を示す底面図である。
【図４５】本発明の第５実施形態の要部を示す底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
  以下、本発明の各実施形態を図面により説明する。
（第１実施形態）
  図１は、本発明がパチンコ遊技機に適用されてなる第１実施形態を示す。当該パチンコ
遊技機は、パチンコホール内の島に立設されるもので、このパチンコ遊技機は、図１～図
３のいずれかにて示すごとく、機枠Ｆ、遊技機本体Ｂ及び前扉Ｄにより構成されている。
【００２１】
　遊技機本体Ｂは、その枠体（図示しない）にて、機枠Ｆに対し、前後方向に開閉可能に
支持されている。当該遊技機本体Ｂは、遊技盤１０を備えており、この遊技盤１０は、前
扉Ｄの透明板１００（後述する）の裏面側に位置するように、遊技機本体Ｂに設けられて
いる。しかして、当該遊技盤１０は、その遊技領域１１内に案内レール２０（後述する）
を介し球発射装置（図示しない）からの遊技球を案内して遊技領域１１に沿い下方に向け
て転動させる。
【００２２】
　また、遊技機本体Ｂは、案内レール２０を備えており、当該案内レール２０は、遊技盤
１０の盤面にその外周部に沿い設けられている。これにより、当該案内レール２０は、そ
の内周側にて、遊技盤１０の盤面上に上述した遊技領域１１を形成する。
【００２３】
　また、遊技機本体Ｂは、始動入賞口装置３０（以下、第１始動入賞口装置３０ともいう
）、始動入賞口装置４０（以下、第２始動入賞口装置４０ともいう）、スルーゲート５０
、複数の普通入賞口装置６０及び大入賞口装置７０を備えており、第１始動入賞口装置３
０、第２始動入賞口装置４０、スルーゲート５０、各普通入賞口装置６０及び大入賞口装
置７０は、図１にて示す各位置にて、遊技盤１０の盤面に遊技領域１１内にて組み付けら
れている。
【００２４】
　第１始動入賞口装置３０は、センター構造物（図示しない）の下縁中央部の直下に位置
している。この第１始動入賞口装置３０は、その始動入賞口（以下、第１始動入賞口とも
いう）への遊技球の入賞に基づき、大当たり抽選（大当たりか否かの抽選）の機会を提供
するとともに、所定数の賞球を払い出す契機を提供する。なお、上記センター構造物は、
遊技盤１０の中央開口部（図示しない）の上側に設けられている。また、上記第１始動入
賞口への遊技球の入賞は、第１始動入賞口センサＳ１（図２０参照）により検出される。
【００２５】
　第２始動入賞口装置４０は、両羽根を有する電動チューリップ部材からなるもので、当
該第２始動入賞口装置４０は、普通電動役物としての役割を果たすべく、第１始動入賞口
装置３０の直下に位置している。
【００２６】
　この第２始動入賞口装置４０である電動チューリップ部材は、その始動入賞口（以下、
第２始動入賞口ともいう）への遊技球の入賞を、両羽根の閉鎖状態にて規制し、また、両
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羽根の開放状態にて、第２始動入賞口への遊技球の入賞を容易にして、当該入賞に基づき
所定数の賞球の払い出しの契機を与えるとともに、第１始動入賞口装置２０と同様に大当
たり抽選の機会を提供する。なお、上記第２始動入賞口への遊技球の入賞は、第２始動入
賞口センサＳ２（図２０参照）により検出される。
【００２７】
　ここで、遊技球のスルーゲート５０（後述する）に対する通過でもってなされる普通図
柄の抽選において当選になると、当該第２始動入賞口装置４０は、その両羽根を、所定の
解放時間ずつ、所定回数、開放するようになっている。なお、第２始動入賞口装置４０は
、その両羽根にて、遊技盤１０の裏面に設けた電チューアクチュエータ４１により開閉駆
動される。
【００２８】
　スルーゲート５０は、図１にて示すごとく、遊技盤１０の盤面の左側部位に設けられて
おり、このスルーゲート５０は、その直上から遊技盤１０の盤面に沿い下方へ転動する遊
技球に対し通過する機会を与える。これにより、当該スルーゲート５０は、その遊技球の
通過に基づき、普通図柄の抽選の契機を提供する。なお、スルーゲート５０に対する遊技
球の通過は、ゲートセンサＳ３（図２０参照）により検出される。
【００２９】
　複数の普通入賞口装置６０は、図１にて示すごとく、大入賞口装置７０の左右両側に位
置しており、左側の両普通入賞口装置６０は、その直上から下方へ転動する遊技球に対し
入賞する機会を与える。また、右側の両普通入賞口装置６０は、その直上から下方へ転動
する遊技球に対し入賞する機会を与える。しかして、各普通入賞口装置６０は、その普通
入賞口への遊技球の入賞に伴い、所定数の賞球を払い出す契機を与える。
【００３０】
　大入賞口装置７０は、図１にて示すごとく、第２始動入賞口装置４０の直下に位置して
おり、この大入賞口装置７０は、その大入賞口を開くことによって、遊技盤１０の盤面に
沿い転動する遊技球に対し上記大入賞口に入賞する機会を与える。また、当該大入賞口装
置７０は、その大入賞口を閉鎖することによって、遊技球の大入賞口への入賞を規制する
。なお、この大入賞口装置７０による大入賞口の開放は、第１始動入賞口装置３０の始動
入賞口への遊技球の入賞による抽選結果に基づき大当たりが成立したときになされる。な
お、大入賞口装置７０の大入賞口の開閉は、遊技盤１０の裏面に設けた大入賞口アクチュ
エータ７１により駆動される。
【００３１】
　また、当該遊技機本体Ｂは、図１にて示すごとく、演出表示装置８０を備えており、当
該演出表示装置８０は、遊技盤１０の上記中央開口部に設けられている。この演出表示装
置８０は、液晶表示装置からなるもので、当該演出表示装置８０は、その表示パネル８１
により、遊技の進行に伴い、後述する画像制御部５００ｃ（図２５参照）による制御のも
とに、例えば、大当たり抽選の抽選結果に応じて複数の装飾図柄（左図柄、中図柄及び右
図柄）を変動表示したり、或いはキャラクタの登場による予告演出を変動表示する等の種
々の演出表示を行う。
【００３２】
　また、当該遊技機本体Ｂは、図１にて示すごとく、普通図柄表示器８０ａ及び第１及び
第２の特別図柄表示器８０ｂ、８０ｃを備えている。これら普通図柄表示器８０ａ並びに
第１及び第２の特別図柄表示器８０ｂ、８０ｃは、案内レール２０の右下側にて、遊技盤
１０の盤面の右下隅角部に配設されている。
【００３３】
　本第１実施形態では、これら普通図柄表示器８０ａ並びに第１及び第２の特別図柄表示
器８０ｂ、８０ｃは、後述する主制御装置３００（図２０）により駆動制御される。
【００３４】
　普通図柄表示器８０ａは、複数の７セグメント発光ダイオードからなるもので、当該普
通図柄表示器８０ａは、スルーゲート７０を通過する遊技球に対する図柄抽選の結果に基



(8) JP 2017-121560 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

づき、当たり図柄或いはハズレ図柄を表示する。
【００３５】
　第１特別図柄表示器８０ｂは、複数の７セグメント発光ダイオードからなるもので、こ
の特別図柄表示器８０ｂは、後述のごとく、遊技球の第１始動入賞口装置３０の始動入賞
口への入賞に対する第１始動入賞口センサＳ１の検出出力に基づきなされる大当たり抽選
に応じて、特別図柄変動を所定時間の間表示した後、当該大当たり抽選の結果に応じた特
別図柄変動を停止表示する。例えば、大当たり抽選の結果が当たりであれば、第１特別図
柄表示器８０ｂは、当該当たりに対応した特別図柄変動を停止表示して、大入賞口装置７
０による大入賞口の開放の契機を提供する。
【００３６】
　第２特別図柄表示器８０ｃは、複数の７セグメント発光ダイオードからなるもので、こ
の第２特別図柄表示器８０ｃは、後述のごとく、遊技球の第２始動入賞口装置４０の始動
入賞口への入賞に対する第２始動入賞口センサＳ２の検出出力に基づきなされる大当たり
抽選に応じて、特別図柄変動を所定時間の間表示した後、当該大当たり抽選の結果に応じ
た特別図柄変動を停止表示する。例えば、大当たり抽選の結果が当たりであれば、第２特
別図柄表示器８０ｃは、当該当たりに対応した特別図柄変動を停止表示して、大入賞口装
置７０による大入賞口の開放の契機を提供する。
【００３７】
　前扉Ｄは、図１～図３のいずれかにて示すごとく、前枠９０及び透明板１００を有して
おり、当該前扉Ｄは、その前枠９０の左縁部にて、遊技機本体Ｂの枠体の左縁部を介し、
機枠Ｆの左縁部に前後方向に開閉可能に支持されている。また、透明板１００は、前枠９
０の中空部に嵌め込まれており、当該透明板１００は、遊技機本体Ｂの遊技盤１０にその
前側から対向し得るようになっている。
【００３８】
　当該前扉Ｄは、可動ランプ装飾部材ＬＰ及び枠ランプＷを備えている。可動ランプ装飾
部材ＬＰは、前枠９０の上部に前後方向に移動可能に支持されており、当該可動ランプ装
飾部材ＬＰは、例えば、特別図柄変動の開始に伴い点灯演出を行いながら前側に向けて演
出回転位置に移動し、特別図柄変動の終了に伴い点灯演出を終了するとともに後方に向け
て格納位置に戻る。
【００３９】
　枠ランプＷは、図１にて示すごとく、当該前扉Ｄの前枠９０の左右両側部に設けられて
おり、当該枠ランプＷは、当該パチンコ遊技機における遊技中に大当たりになったとき、
レインボウ演出態様にて大当たり演出を行う。また、当該枠ランプＷは、当該パチンコ遊
技機における客待ちモードの際に上記レインボウ演出態様に類似する演出態様にて客待ち
モード演出を行う。
【００４０】
　また、当該前扉Ｄは、図１～図３のいずれかにて示すごとく、操作ハンドル１１０、球
受け皿１２０及びボタン式演出操作装置ＢＧを備えている。
【００４１】
　操作ハンドル１１０は、上記球発射装置（図示しない）の一構成部材として、遊技機本
体Ｂの右側下部にその前面側から支持されており、この操作ハンドル１１０は、遊技者に
よる操作のもと、上記球発射装置に供給される遊技球を上記遊技盤の遊技領域内に向け発
射するようになっている。
【００４２】
　本第１実施形態においては、操作ハンドル１１０は、ハンドルケーシング１１０ａを有
しており、当該ハンドルケーシング１１０ａは、図４にて示すごとく、筒状ケーシング本
体１１１及び半球状の透光カバー１１２でもって構成されている。
【００４３】
　ケーシング本体１１１は、その底部にて、遊技機本体Ｂの右側下部にその前面側から装
着されており、当該ケーシング本体１１１は、その開口部にて前方を臨んでいる。透光カ
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バー１１２は、その外周縁部にて、ケーシング本体１１１の開口部に係合することで、ハ
ンドルケーシング１１０ａを構成している。
【００４４】
　また、当該操作ハンドル１１０は、電飾体１１３その他の部品を有しており、これら電
飾体１１３その他の部品は、ハンドルケーシング１１０ａに内蔵されている。ここで、電
飾体１１３は、複数の発光ダイオードを回路基板に接続してなるもので、当該電飾体１１
３は、複数の発光ダイオードにより、大当りを表す発光態様でもって透光カバー１１２を
通して前方へ発光する。なお、上記球発射装置は、遊技機本体Ｂの右側下部にその裏面側
から取り付けられている。
【００４５】
　球受け皿１２０は、払い出されてきた賞球など遊技球を一旦貯留するように、前扉Ｄの
前枠９０の突出部９０ａ(図４参照）に形成されている。具体的には、当該球受け皿１２
０は、上方から突出部９０ａ内に向けて凹状に形成されている。これにより、当該球受け
皿１２０は、前枠９０の突出部９０ａから上方に向けて開口している。なお、突出部９０
ａは、前枠９０の下部にて前方へ突出するように形成されている。
【００４６】
　しかして、球受け皿１２０は、その内部に払い出される遊技球を一時的に貯留するとと
もに、当該貯留遊技球を、例えば、操作ハンドル１１０の回動操作に伴い、上記発射装置
に供給する。
【００４７】
　ボタン式演出操作装置ＢＧは、前枠９０の突出部９０ａの左右方向中央部位（遊技機本
体Ｂの幅方向中央部）にその前側から凹状に切り欠き形成してなる凹状切り欠き部内に嵌
装されている。
【００４８】
　当該演出操作装置ＢＧは、図１～図６のいずれかにて例示するごとく、筐体１３０と、
ボタン機構１４０と、回転機構ＲＭと、振動機構ＶＭとを備えている。筐体１３０は、図
５にて例示するごとく、六角形状の筒体からなるもので、当該筐体１３０は、その上端開
口部１３１にて、斜め前側上方へ開口するように、前枠９０の突出部９０ａの凹状切り欠
き部内にその前方から嵌装されている。
【００４９】
　ここで、当該筐体１３０は、その前側部位にて、前枠９０の突出部９０ａの凹状切り欠
き部からその前方へ突出しており、当該筐体１３０の後側部位は、球受け皿３０内に突出
している。
【００５０】
　ボタン機構１４０は、図５～図９のいずれかにて示すごとく、ボタンベース１４０ａと
、支持部材１４０ｂと、操作ボタン１４０ｃと、両前側コイルスプリング１４０ｄ及び両
後側コイルスプリング１４０ｅ（図９では、一方の後側コイルスプリング１４０ｅのみを
示す）とを備えている。
【００５１】
　ボタンベース１４０ａは、支持部材１４０ｂ（図８参照）を介して回転機構ＲＭをその
下方から支持するように、筐体１３０の下側にて、前枠９０の突出部９０ａの凹状切り欠
き部の下端部内に設けられている。
【００５２】
　当該ボタンベース１４０ａは、図９にて例示するごとく、傾斜状上壁１４６ａと、当該
傾斜状上壁１４６ａの外周部から下方へ延出する周壁１４６ｂとを備えており、当該ボタ
ンベース１４０ａは、周壁１４６ｂの下端開口部にて、前枠９０の下端面と同一面状に位
置する。ここで、当該周壁１４６ｂは、その前側から後側にかけて傾斜状に厚くなるよう
に形成されている。これにより、筐体１３０が、その底壁を介し、ボタンベース１４０ａ
により、斜め前側上方へ傾斜して位置するように支持されている。なお、周壁１４６ｂは
、その前側周壁部にて、図６及び図７にて示すごとく、六角形状の筐体１３０の前側部位
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の形状に合せたすぼまり形状となっている。
【００５３】
　支持部材１４０ｂは、操作ボタン１４０ｃ内に収容されており、当該支持部材１４０ｂ
は、図６、図８及び図９のいずれかにて示すごとく、支持板１４１、左右前側ボス１４２
及び左右後側ボス１４３により一体的に構成されている。
【００５４】
　支持板１４１は、操作ボタン１４０ｃ内にて、当該操作ボタン１４０ｃに支持されてお
り、当該支持板１４１は、操作ボタン１４０ｃとともにその軸方向に変位可能となってい
る。このことは、支持部材１４０は、その全体構成にて、操作ボタン１４０ｃとともにそ
の軸方向に変位可能であることを意味する。なお、支持板１４１は、上述のように操作ボ
タン１４０ｃに支持されることで、当該操作ボタン１４０ｃの下端開口部１４４を閉じる
底壁としての役割をも果たす。
【００５５】
　当該支持板１４１は、図９から分かるように、前側板部１４１ａと、この前側板部１４
１ａの後端部から折れ曲がるように延出する後側板部１４１ｂとにより構成されている。
【００５６】
　前側板部１４１ａは、左右前側ボス１４２及び左右前側コイルスプリング１４０ｄを介
し後述のごとく上下方向に変位可能にボタンベース１４０ａに支持されている（図８或い
は図９参照）。
【００５７】
　ここで、左右前側ボス１４２は、共に、同一形状からなるもので、当該左右前側ボス１
４２は、前側板部１４１ａの左右両側部位にて、当該前側板部１４１ａの前後方向中間部
位から下方へ延出されている。
【００５８】
　当該左右前側ボス１４２は、それぞれ、図９にて例示するごとく、角柱部１４２ａ及び
円柱部１４２ｂでもって構成されている。
【００５９】
　左前側ボス１４２は、その角柱部１４２ａにて、前側板部１４１ａの前後方向中間部位
のうちの左側部から下方に向けて延出されている。ここで、角柱部１４２ａは、その傾斜
状延出基端部にて、前側板部１４１ａを操作ボタン１４０ｃの下端開口部１４４に対し図
９にて例示するごとく傾斜状に支持するように、前側板部１４１ａから下方へ延出されて
いる。
【００６０】
　また、左前側ボス１４２は、その円柱部１４２ｂにて、角柱部１４２ａの延出端部から
操作ボタン１４０ｃの下端開口部１４４（図９参照）内にて下方に向けて軸方向に延出さ
れて、左前側コイルスプリング１４０ｄを通りボタンベース１４０ａに上下方向に変位可
能に支持されている。ここで、当該円柱部１４２ｂは、その延出端部にて、ボタンベース
１４０ａの傾斜状上壁１４６ａの左前側開口部１４６ｃ（図９参照）及び後述する可振板
２００ｄ（図６及び図７参照）の左前側貫通穴部２１０（後述する）に変位可能に嵌装さ
れている。
【００６１】
　一方、右前側ボス１４２は、その角柱部１４２ａにて、前側板部１４１ａの前後方向中
間部位にて、当該前側板部１４１ａの右側部から下方に向けて延出されている。ここで、
右前側ボス１４２の角柱部１４２ａは、その傾斜状延出基端部にて、前側板部１４１ａを
操作ボタン１４０ｃの下端開口部１４４に対し傾斜状に支持するように、前側板部１４１
ａから下方へ延出されている。
【００６２】
　また、右前側ボス１４２において、円柱部１４２ｂは、角柱部１４２ａの延出端部から
操作ボタン１４０ｃの下端開口部１４４内にて下方に向けて軸方向に延出されて、右前側
コイルスプリング１４０ｄを通りボタンベース１４０ａに上下方向に変位可能に支持され
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ている。ここで、当該右前側ボス１４２の円柱部１４２ｂは、その延出端部にて、ボタン
ベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａの右前側開口部１４６ｃ（図９参照）及び可振板２
１０の右前側貫通穴部２１０（図６及び図７参照）に変位可能に嵌装されている。
【００６３】
　左前側コイルスプリング１４０ｄは、左前側ボス１４２の円柱部１４２ｂを包囲するよ
うに、左前側ボス１４２の角柱部１４２ａの延出端部とボタンベース１４０ａの傾斜状上
壁１４６ａの前側壁部との間に挟持されて、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａ
を基準に左前側ボス１４２の角柱部１４２ａを左前側ボス１４２の円柱部１４２ｂと同軸
的に斜め前側上方に向けて付勢する。
【００６４】
　一方、右前側コイルスプリング１４０ｄは、右前側ボス１４２の円柱部１４２ｂを包囲
するように、右前側ボス１４２の角柱部１４２ａの延出端部とボタンベース１４０ａの傾
斜状上壁１４６ａとの間に挟持されて、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａを基
準に右前側ボス１４２の角柱部１４２ａを右前側ボス１４２の円柱部１４２ｂと同軸的に
斜め前側上方に向けて付勢する。
【００６５】
　支持板１４１において、後側板部１４１ｂは、上述のように前側板部１４１ａを両前側
ボス１４２によりボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに対し傾斜状に支持するこ
とを前提に、操作ボタン１４０ｃの下端開口部１４４に沿うように前側板部１４１ａから
後方へ延出されている（図９参照）。
【００６６】
　左右後側ボス１４３は、円柱状のもので、当該左右後側ボス１４３は、後側板部１４１
ｂの前側左右両側部位から操作ボタン１４０ｃの下端開口部１４４を通り下方に向けて延
出し、かつ、左右後側コイルスプリング１４０ｅを介し後述のようにボタンベース１４０
ａ内に延出している（図６或いは図９参照）。ここで、当該左右後側ボス１４３は、その
各延出端部にて、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａの左右後前側開口部１４６
ｄ（図６及び図７参照）内に上下方向に変位可能に嵌装されている。
【００６７】
　これにより、支持部材１４０ｂは、左右前側ボス１４２にて、左右前側コイルスプリン
グ１４０ｄを介しボタンベース１４０ａに後述のごとく上下方向に変位可能に支持される
とともに、左右後側ボス１４３にて、左右後側コイルスプリング１４４ｂを介しボタンベ
ース１４０ａに後述のごとく上下方向に変位可能に支持されている。
【００６８】
　これに伴い、支持部材１４０ｂは、操作ボタン１４０ｃに対する下方への押動に基づき
、支持板１４１により左右前側コイルスプリング１４０ｄ及び左右後側コイルスプリング
１４０ｅを圧縮しながら当該操作ボタン１４０ｃと共に下方へ変位する。また、操作ボタ
ン１４０ｃに対する下方への押動が解除されると、支持部材１４０ｂは、左右前側コイル
スプリング１４０ｄ及び左右後側コイルスプリング１４０ｅの各弾力に基づき、操作ボタ
ン１４０ｃと共に上方へ変位する。
【００６９】
　左後側コイルスプリング１４０ｅは、左後側ボス１４３を包囲するように、支持板１４
１の後側板部１４１ｂとボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａの後側壁部との間に
挟持されて、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａを基準に支持板１４１の後側板
部１４１ｂを左後側ボス１４３と同軸的に斜め前側上方に向けて付勢する。
【００７０】
　一方、右後側コイルスプリング１４０ｅは、右後側ボス１４３を包囲するように、支持
板１４１の後側板部１４１ｂとボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａの後側壁部と
の間に挟持されて、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａを基準に支持板１４１の
後側板部１４１ｂを右後側ボス１４３と同軸的に斜め前側上方に向けて付勢する。
【００７１】
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　操作ボタン１４０ｃは、図８や図１２にて例示するごとく、六角形状の透明筒体からな
るもので、当該操作ボタン１４０ｃは、その下端開口部１４４から筐体１３０内に軸方向
に変位可能に収容されている。当該操作ボタン１４０ｃは、その上壁部１４５にて、斜め
前側上方を臨んでおり、当該操作ボタン１４０ｃは、その上壁部１４５にて上方から押動
されて、支持部材１４０ｂとともに、左右前側コイルスプリング１４０ｄ及び左右後側コ
イルスプリング１４０ｅの各付勢力に抗して、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６
ａに向けて変位する。また、当該操作ボタン１４０ｃは、上壁部１４５に対する押動の解
除により、左右前側コイルスプリング１４０ｄ及び左右後側コイルスプリング１４０ｅに
よりその各付勢力のもとに、支持部材１４０ｂとともに、ボタンベース１４０ａの傾斜状
上壁１４６ａから離れる方向に変位する。
【００７２】
　また、ボタン機構１４０は、図８、図９～図１１及び図１６のいずれかにて示すごとく
、演出ボタンセンサ１４０ｆを備えている。当該演出ボタンセンサ１４０ｆは、光センサ
からなるもので、当該演出ボタンセンサ１４０ｆは、図８及び図９にて例示するごとく、
操作ボタン１４０ｃ内にて、支持板１４１の前側板部１４１ａと、ボタンベース１４０ａ
の傾斜状上壁１４６ａの前側壁部との間において、支持板１４１の前側板部１４１ａ及び
後述する支持部材１４０ｇ（図８参照）でもって、支持されている。このことは、当該演
出ボタンセンサ１４０ｆは、支持板１４１の前側部位（反射板１７０ａの前側部位に対応
）の下側領域にてその前側領域部内に配設されていることを意味する。換言すれば、この
ことは、当該演出ボタンセンサ１４０ｆは、操作ボタン１４０ｃの下端開口部１４４内の
前側領域及びその下側領域の双方のうち前側領域部内に配設されていることを意味する。
【００７３】
　当該演出ボタンセンサ１４０ｆは、センサ本体１４７及び遮光体１４８でもって構成さ
れている。センサ本体１４７は、下壁１４７ａを有しており、当該下壁１４７ａは、後述
する支持部材１４０ｇの支持壁部１４９（図８参照）の左右方向中央部位からその前方へ
延出している。
【００７４】
　また、当該センサ本体１４７は、発光素子１４７ｂ及び受光素子１４７ｃを備ええてお
り、発光素子１４０ｂは、下壁１４７ａの上面から遮光体１４８に向けて延出されている
。受光素子１４７ｃは、発光素子１４７ｂからの光を受光するように発光素子１４７ｂに
対向して、下壁１４７ａの上面から遮光体１４８に向け延出されている。
【００７５】
　遮光体１４８は、上壁１４８ａを備えており、当該上壁１４８ａは、支持板１４１の前
側板部１４１ａのうちセンサ本体１４７に対する対向部位から当該センサ本体１４７に向
けて下方へ延出されている。
【００７６】
　また、当該遮光体１４８は、板状遮光片１４８ｂを備えており、当該板状遮光片１４８
ｂは、上壁１４８ａの下面から下方へセンサ本体１４７の発光素子１４７ｂと受光素子１
４７ｃとの間に向けて延出されている。
【００７７】
　しかして、当該演出ボタンセンサ１４０ｆにおいては、支持板１４１が左右前側コイル
スプリング１４０ｄ及び左右後側コイルスプリング１４０ｅにより図９にて図示上方へ付
勢されているとき、遮光体１４８は、その遮光片１４８ｂにて、センサ本体１４７の発光
素子１４７ｂ及び受光素子１４７ｃの上方に位置する。
【００７８】
　また、支持板１４１が操作ボタン１４０ｃに対する押動に伴い左右前側コイルスプリン
グ１４０ｄ及び後側コイルスプリング１４０ｅの付勢力に抗して下方へ変位したとき、遮
光体１４８は、その遮光片１４８ｂにて、センサ本体１４７の発光素子１４７ｂ及び受光
素子１４７ｃの間に進入し、受光素子１４７ｃを発光素子１４７ｂの光から遮断する。こ
のことは、演出ボタンセンサ１４０ｆは、遮光片１４８ｂによる受光素子１４７ｃの発光
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素子１４７ｂの光に対する受光の遮断、換言すれば、操作ボタン１４０ｃ及び支持板１４
１の下方への変位を検出し検出信号を発生することを意味する。
【００７９】
　本第１実施形態において、図８にて例示するごとく、上述した支持部材１４０ｇは、支
持壁部１４９と、複数のステイ１４９ａを有している。支持壁部１４９は、複数のステイ
１４９ａによりボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａの前側壁部にその上側にて支
持されている。これに伴い、演出ボタンセンサ１４０ｆの下壁１４７ａは、支持壁部１４
９の左右方向中央部位にその前側へ延出するように支持されている。
【００８０】
　複数のステイ１４９ａは、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａの前側壁部から
上方へ延出している。なお、支持壁部１４９は、矩形板状に形成されているため、複数の
ステイ１４９ａは、傾斜状上壁１４６ａの前側壁部のうち支持壁部１４９の各隅角部に対
する各対向部位から上方へ延延出するように位置している。
【００８１】
　回転機構ＲＭは、図５、図８～図１０及び図１４のいずれかにて示すごとく、操作ボタ
ン１４０ｃ内にて、支持部材１４０ｂにより支持されている。このことは、回転機構ＲＭ
は、支持部材１４０ｂと一体となって変位することを意味する。
【００８２】
　当該回転機構ＲＭは、Ｌ字状基体ＢＤ、回転体ＲＤ及び反射体ＲＥを備えている。Ｌ字
状基体ＢＤは、図８及び図１４のいずれかにて例示するごとく、横部材１５０ａと、縦部
材１５０ｂとを備えている。横部材１５０ａは、縦断面逆Ｕ字状台１５１(図１４参照）
と、横Ｕ字状脚１５２と、回転軸１５３とを有しており、縦断面逆Ｕ字状台１５１は、回
転軸１５３を介しその軸周りに回転可能に支持部材１４０ｂの支持板１４１の前側板部１
４１ａ上に支持されている(図８参照）。
【００８３】
　ここで、回転軸１５３は、その下側軸部にて、支持板１４１の前側板部１４１ａの中央
貫通孔部に回転可能にかつ当該前側板部１４１ａとともに図１０にて図示上下方向に変位
可能に支持されており、当該回転軸１５３は、その下側軸部から前側板部１４１ａの法線
方向に向けて上方へ延出されている。
【００８４】
　Ｕ字状台１５１は、その上壁の中央部にて、回転軸１５３の延出端部に支持されている
。これにより、Ｕ字状台１５１は、その上壁にて、回転軸１５３を介し支持板１４１の前
側板部１４１ａにこれに平行になるように支持されて、回転軸１５３とともに回転可能と
なっている。
【００８５】
　横Ｕ字状脚１５２は、図１４にて例示するごとく、その両脚部にて、逆Ｕ字状台１５１
の上壁の面方向に沿うように、当該上壁の径方向両側部位に挿通されている。
【００８６】
　縦部材１５０ｂは、図１４にて例示するごとく、扁平状ケーシング１５４を有しており
、当該扁平状ケーシング１５４は、図１４及び図１５のいずれかにて示すごとく、互いに
対向する逆Ｕ字状前後両側壁１５４ａ、１５４ｂと、逆Ｕ字状側壁１５４ｃとを備えてい
る。
【００８７】
　ここで、逆Ｕ字状側壁１５４ｃは、その前後両側縁部の各々にて、逆Ｕ字状前後両側壁
１５４ａ、１５４ｂの各々の左側外縁部、上側外縁部及び右側外縁部に亘り固着されて、
下方に向けて開口する扁平状ケーシング１５４を構成する。
【００８８】
　また、逆Ｕ字状側壁１５４ｃは、その左右両側下端部にて、横Ｕ字状脚１５２の両端部
にＬ字状に連結されている。これにより、縦部材１５０ｂは、その逆Ｕ字状側壁１５４ｃ
により、横Ｕ字状脚１５２に対しＬ字状に支持される。
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【００８９】
　回転体ＲＤは、透光材料でもって、円筒状に形成されており、当該回転体ＲＤは、図１
３にて例示するごとく、円筒壁１６０ａと、当該円筒壁１６０ａの軸方向前後両端側開口
部を閉塞する前後両側蓋壁１６０ｂ、１６０ｃとでもって構成されている。ここで、円筒
壁１６０ａの外周面には、Ｖ、×及び◎が、円筒壁１６０ａの外周面を３分割してなる各
部位に描かれている。ここで、Ｖは、大当たりの演出態様を表す。×は外れの演出態様を
表す。また、◎は、リーチの演出態様を表す。なお、本第１実施形態では、以下、円筒壁
１６０ａは、第１演出壁１６０ａともいう。
【００９０】
　また、前後両側蓋壁１６０ｂ、１６０ｃのうち、前側蓋壁１６０ｂは、縦断面凸な横Ｖ
字状に形成されて、円筒壁１６０ａの軸方向前端側開口部を閉塞している。ここで、当該
前側蓋壁１６０ｂの外表面には、Ｖ、×及び◎が、前側蓋壁１６０ｂの外周面をその円周
方向に３分割してなる各部位に描かれている。これらＶ、×及び◎は、円筒壁１６０ａの
外周面に絵がかれたＶ、×及び◎と同様である。本第１実施形態では、前側蓋壁１６０ｂ
に描かれた各演出態様は、回転体ＲＤの回転位置に応じて、反射体ＲＥの針１７０ｂ（後
述する）により指示されるようになっている。なお、本第１実施形態では、以下、前側蓋
壁１６０ｂは、第２演出壁１６０ｂともいう。
【００９１】
　このように構成してなる回転体ＲＤは、図１５にて示すごとく、その後側蓋壁１６０ｃ
の中央部から延出する円筒状回転軸１６１にて、Ｌ字状基体ＢＤの扁平状ケーシング１５
４の逆Ｕ字状前側壁１５４ａのボス部１５４ｄに同軸的に回転自在に支持されている。こ
れにより、回転体ＲＤは、扁平状ケーシング１５４の逆Ｕ字状前側壁１５４ａに対し直交
するように回転自在に支持されている。
【００９２】
　反射体ＲＥは、図５、図８～図９、図１３及び図１４のいずれかにて示すごとく、略矩
形板状の反射板１７０ａ及び針１７０ｂを備えている。反射板１７０ａは、回転体ＲＤの
直下にて、Ｌ字状基体ＢＤの横部材１５０ａの横Ｕ字状脚１５２上に載置固定されている
。
【００９３】
　当該反射板１７０ａは、回転体ＲＤに対する対向面である上面１７１(図１３参照）に
て、鏡面（以下、鏡面１７１ともいう）として鍍金処理等により形成されている。このた
め、回転体ＲＤは、反射板１７０ａの鏡面１７１にその上方から投影されることで、当該
回転体ＲＤは、反射板１７０ａの鏡面１７１に虚像として投影されるようになっている。
なお、上記鏡面は、鍍金処理で形成されていれば、鍍金面ともいえる。
【００９４】
　針１７０ｂは、図１３にて示すごとく、その基端部にて、反射板１７０ａの中央前端部
に装着されており、当該針１７０ｂは、その基端部から上方へ回転体ＲＤの前側蓋壁１６
０ｂの前側にＬ字状に延出されている。これにより、当該針１７０ｂは、その延出端部１
７２(図１６参照）にて、回転体ＲＤの前側蓋壁１６０ｂに描かれた各演出態様のいずれ
かを回転体ＲＤの回転位置に応じて指示するようになっている。
【００９５】
　また、当該回転機構ＲＭは、図１３～図１５のいずれかにて示すごとく、横駆動機構Ｄ
ＭＬ、電飾機構ＩＭ及び縦駆動機構ＤＭＶを備えている。
【００９６】
　横駆動機構ＤＭＬは、図１１或いは図１３にて例示するごとく、Ｌ字状基体ＢＤの縦部
材１５０ｂを介し回転体ＲＤの円筒状回転軸１６１に動力伝達可能に組み付けられている
。
【００９７】
　当該横駆動機構ＤＭＬは、ステップモータ１８０ａ（以下、第１ステップモータ１８０
ａともいう）、ピニオン１８０ｂ及び平歯車１８０ｃを備えている。第１ステップモータ
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１８０ａは、モータ本体１８１ａと、当該モータ本体１８１ａ内のロータから同軸的に延
出する出力軸１８１ｂとを備えている。これにより、当該ステップモータ１８０ａにおい
ては、モータ本体１８０ａがＬ字状基体ＢＤの扁平状ケーシング１５４のＵ字状後側壁１
５４ｂに支持されており、出力軸１８０ｂが、Ｕ字状後側壁１５４ｂの一部に回転可能に
貫通状に挿通されている。
【００９８】
　ピニオン１８０ｂは、ケーシング１５４内にて第１ステップモータ１８０ａの出力軸に
同軸的に支持されており、当該ピニオン１８０ｂは、第１ステップモータ１８０ａと一体
的に回転する。平歯車１８０ｃは、ピニオン１８０ｂと噛合するように、回転体ＲＤの円
筒状回転軸１６１に同軸的に支持されている。これにより、平歯車１８０ｃは、第１ステ
ップモータ１８０ａの回転方向とは逆方向に回転する。
【００９９】
　以上のように構成した横駆動機構ＤＭＬは、回転体ＲＤをその円筒状回転軸１６１の軸
周りに回転する。
【０１００】
　電飾機構ＩＭは、図１５にて示すごとく、回転体ＲＤの内部に収容されており、当該電
飾機構ＩＭは、電飾体１９０、円筒状支持筒１９０ａ及び案内筒１９０ｂを備えている。
電飾体１９０は、両電飾盤１９０ｄ、１９０ｅを有している。電飾盤１９０ｄは、回路基
板１９１と、複数の発光ダイオード１９２とを有しており、回路基板１９１は、支持筒部
１９１ａにて、円筒状支持筒１９０ａ（後述する）を介し、扁平状ケーシング１５４のＵ
字状後側壁１５４ｂに支持されている。これにより、回路基板１９１は、その表面にて、
回転体ＲＤの前側蓋壁１６０ｂに対向している。このことは、電飾盤１９０ｄは、その発
光面にて、前側蓋壁１６０ｂに回転体ＲＤの内側から対向することを意味する。
【０１０１】
　複数の発光ダイオード１９２は、回路基板１９１にその表面側から分散状に設けられて
おり、当該複数の発光ダイオード１９２は、前側蓋壁１６０ｂの演出態様が大当たり、リ
ーチ或いは外れの成立の際に、大当たり、リーチ或いは外れの発光演出態様を行う。なお
、支持筒部１９１ａは、回路基板１９１の裏面中央から延出されて、円筒状支持筒１９０
ａに同軸的に支持されている。また、複数の発光ダイオード１９２は、回路基板１９１の
配線回路に接続されている。
【０１０２】
　電飾盤１９０ｅは、回路基板１９３と、複数の発光ダイオード１９４とを有しており、
回路基板１９３は、回路基板１９１の左側端部からＬ字状に折れ曲がって後方へ延出する
ように当該回路基板１９１と一体的に設けられている。これにより、回路基板１９３は、
その表面にて、回転体ＲＤの円周壁１６０ａに対向するようになっている。このことは、
電飾盤１９０ｅは、その発光面にて、円周壁１６０ａに回転体ＲＤの内側から対向するこ
とを意味する。
【０１０３】
　複数の発光ダイオード１９４は、回路基板１９３にその表面側から分散状に設けられて
おり、当該複数の発光ダイオード１９４は、回転体ＲＤの円周壁１６０ａの演出態様が大
当たり、リーチ或いは外れの成立の際に、大当たり、リーチ或いは外れの発光演出態様を
行う。なお、複数の発光ダイオード１９４は、回路基板１９３の配線回路に接続されてい
る。
【０１０４】
　円筒状支持筒１９０ａは、ケーシング１５４の後側壁１５４ｂの上側部位から一体的に
回転体ＲＤ内にその円筒状回転軸１６１を通り延出されており、当該円筒状支持筒１９０
ａの延出端部には、電飾盤１９０ｄの支持筒部１９１ａに同軸的に支持されている。これ
により、当該円筒状支持筒１９０ａは、電飾体１９０を回転体ＲＤ内にて支持する。
【０１０５】
　本第１実施形態では、両回路基板１９２、１９４の各配線回路に対する各配線Ｌは、電
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飾盤１９０ｄの支持筒部１９１ａ及び円筒状支持筒１９０ａの各内部を通り円筒状支持筒
１９０ａの開口部１９５からケーシング１５４内に延出するとともに、さらに案内筒１９
０ｂの内部を通り外方へ延出している。ここで、案内筒１９０ｂは、ケーシング１５４の
後側壁１５４ｂの内面に沿い円筒状支持筒１９０ａの開口部１９５から下方へ設けられて
いる。
【０１０６】
　縦駆動機構ＤＭＶは、図１４にて例示するごとく、横部材１５０ａの回転軸１５３に動
力伝達可能に横部材１５０ａに組み付けられている。
【０１０７】
　当該縦駆動機構ＤＭＶは、ステップモータ２００ａ（以下、第２ステップモータ２００
ａともいう）、ピニオン２００ｂ及び平歯車２００ｃを備えている。第２ステップモータ
２００ａは、そのモータ本体２０１にて、回転体ＲＤ内の静止部材に支持されている。ピ
ニオン２００ｂは、第２ステップモータ２００ａの出力軸に同軸的に支持されており、当
該ピニオン２００ｂは、第２ステップモータ２００ａと一体的に回転する。
【０１０８】
　平歯車２００ｃは、ピニオン２００ｂと噛合するように、横部材１５０ａの回転軸１５
３に同軸的に支持されている。これにより、平歯車２００ｃは、第２ス　テップモータ２
００ａの回転方向とは逆方向に回転する。
【０１０９】
　以上のように構成してなる縦駆動機構ＤＭＶは、Ｌ字状基体ＢＤを回転軸１５３にてそ
の軸周りに回転させる。
【０１１０】
　振動機構ＶＭは、図６、図７及び図９～図１１のいずれかにて示すごとく、ボタンベー
ス１４０ａの周壁１４６ｂ内にて、傾斜状上壁１４６ａに組み付けられている。
【０１１１】
　当該振動機構ＶＭは、図６、図７及び図９のいずれかにて例示するごとく、可振板２０
０ｄを備えており、当該可振板２００ｄは、縦断面コ字状左右両側カバー２２０ａ、２２
０ｂ、上下左側環状スペーサ２２０ｃ（図６、図７及び図９のいずれか参照）及び上下右
側環状スペーサ２２０ｄ（図７では一方の環状スペーサ２２０ｄのみを示す）を介し左右
両側ねじ２３０ａ、２３０ｂでもってボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａにその
下面側から次のようにして組み付けられている。
【０１１２】
　可振板２００ｄは、図６及び図７にて示すごとく、左右前側貫通穴部２１０及び左右後
側貫通穴部２１１を有しており、左右前側貫通穴部２１０は、それぞれ、ボタンベース１
４０ａの傾斜状上壁１４６ａに形成してなる左右前側開口部１４６ｃに同軸的に対応する
ように可振板２００ｄの前側部位に形成されている。
【０１１３】
　また、左右後側貫通穴部２１１は、それぞれ、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４
６ａに形成してなる左右後側開口部１４６ｄに同軸的に対応するように可振板２００ｄの
前側部位に形成されている。
【０１１４】
　これにより、左右前側貫通穴部２１０及び左右後側貫通穴部２１１は、可振板２００ｄ
において矩形の４隅に位置するように形成されている。
【０１１５】
　本第１実施形態では、可振板２００ｄが、その厚さ方向（上下方向）へ、左右方向中心
線Ｐ（図７参照）を基準として振動可能となるように、左右前側貫通穴部２１０の各内径
は、支持部材１４０ｂの左右前側ボス１４２の各円柱部１４２ｂの外径よりも大きく選定
されるとともに、左右後柄貫通穴部２１１の各内径は、支持部材１４０ｂの左右後側ボス
１４２の各外径よりも大きく選定されている。なお、前後方向中心線Ｑは、左右方向中心
線Ｐに対する法線であって、後述する振動モータ２２０ｆの回転軸と同軸的に位置する。
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【０１１６】
　また、可振板２００ｄは、図７にて示すごとく、左右中側貫通状長穴部２１２を有して
いる。左中側貫通状長穴部２１２は、左前側貫通穴部２１０と左後側貫通穴部２１１との
間の中央位置（左右方向中心線Ｐ上の位置）にて、可振板２００ｄに形成されている。ま
た、右中側貫通状長穴部２１２は、右前側貫通穴部２１０と右後側貫通穴部２１１との間
の中央位置（左右方向中心線Ｐ上の位置）にて、可振板２００ｄに形成されている。
【０１１７】
　ここで、左右中側貫通状長穴部２１２は、前後方向には細幅状にかつ左右方向には長手
状に形成されている。
【０１１８】
　本第１実施形態において、可振板２００ｄは、図６、図７及び図１１のいずれかにて例
示するごとく、縦駆動機構ＤＭＶのステップモータ２００ａに対する対応部位にて、開口
部２１３を形成して、当該開口部２１３を通してボタンベース１４０ａの筒壁１４６ｅ（
後述する）を下方へ延出させている。これにより、支持部材１４０ｂの下方への変位に伴
い下方へ変位するステップモータ２００ａが、筒壁１４６ｅ内に進入可能となっている。
なお、筒壁１４６ｅは、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａのうちステップモー
タ２００ａに対する対応部位から可振板２００ｄの開口部２１３内に貫通状に延出形成さ
れている。
【０１１９】
　上述のように構成してなる可振板２００ｄは次のようにしてボタンベース１４０ａの傾
斜状上壁１４６ａに組み付けられている。
【０１２０】
　即ち、上下左側環状スペーサ２２０ｃは、図９にて例示するごとく、可振板２００ｄの
左中側貫通状長穴部２１２(図６参照）を挟持するように、当該左中側貫通状長穴部２１
２にその両面側から重畳的に配設されている。一方、上下右側環状スペーサ２２０ｄは、
可振板２００ｄの右中側貫通状長穴部２１２を挟持するように、当該右中側貫通状長穴部
２１２にその両面側から重畳的に配設されている(図９参照)。
【０１２１】
　本第１実施形態において、可振板２００ｄが、その厚さ方向（上下方向）へ、左右方向
中心線Ｐ（図７参照）の位置を基準として各環状スペーサ２２０ｃ、２２０ｄの伸縮のも
とに振動可能となるように、所定の厚さにて所定の弾力を有するゴム材料でもって形成さ
れている。
【０１２２】
　また、上下左側環状スペーサ２２０ｃは、左中側貫通状長穴部２１２の幅よりも大きく
当該左中側貫通状長穴部２１２の長さよりも小さな外径を有するとともに、上下右側環状
スペーサ２２０ｄは、右中側貫通状長穴部２１２の幅よりも大きく当該右中側貫通状長穴
部２１２の長さよりも小さな外径を有する。
【０１２３】
　左右両側カバー２２０ａ、２２０ｂは、それぞれ、円板状壁部２２１と、当該円板状壁
部２２１の外周部から環状に延出する環状壁部２２２とでもって、金属材料でもって形成
されている。
【０１２４】
　左側カバー２２０ａは、図９にて例示するごとく、その環状壁部２２２から、上下左側
環状スペーサ２２０ｃのうちの下左側環状スペーサ２２０ｃにその下方からかぶせられて
おり、右側カバー２２０ｂは、その開口端部から、上下右側環状スペーサ２２０ｄのうち
の下右側環状スペーサ２２０ｄにその下方からかぶせられている。これに伴い、左側カバ
ー２２０ａは、その円板状壁部２２１にて、下左側環状スペーサ２２０ｃに下方から当接
するとともに、右側カバー２２０ｂは、その円板状壁部２２１にて、下右側環状スペーサ
２２０ｄに下方から当接する。
【０１２５】
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　ここで、左右両側カバー２２０ａ、２２０ｂの深さ（円板状壁部２２１の内面からの環
状壁部２２２の延出長さ）は、各環状スペーサ２２０ｃ、２２０ｄの厚さよりも浅く設定
されている。これにより、左右両側カバー２２０ａ、２２０ｂは、その開口端部にて、可
振板２００ｄの下面から離れて位置するように維持されることで、可振板２００ｄの振動
を容易にする役割を果たす。
【０１２６】
　このように上下左側環状スペーサ２２０ｃ、上下右側環状スペーサ２２０ｄ及び左右両
側カバー２２０ａ、２２０ｂが可振板２００ｄに配設された状態において、左右両側ねじ
２３０ａ、２３０ｂのうち左側ねじ２３０ａが、左側カバー２２０ａの円板状壁部２２１
に形成してなる中央孔部、下左側環状スペーサ２２０ｃの中空部、可振板２００ｄの左中
側貫通状長穴部２１２及び上左側環状スペーサ２２０ｃの中空部に挿通されてボタンベー
ス１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに締着される。また、右側ねじ２３０ｂが、右側カバー
２２０ｂの円板状壁部２２１に形成してなる中央孔部、下右側環状スペーサ２２０ｄの中
空部、可振板２００ｄの右中側貫通状長穴部２１２及び上右側環状スペーサ２２０ｄの中
空部に挿通されてボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに締着される。
【０１２７】
　これにより、可振板２００ｄが、その厚さ方向へ、左右方向中心線Ｐを基準に振動可能
となるようにボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに組み付けられる。なお、左右
両側ねじ２３０ａ、２３０ｂの傾斜状上壁１４６ａに対する締着は、各環状スペーサ２２
０ｃ、２２０ｄが、可振板２００ｄを振動可能にする程度の弾力性及び締着厚さを維持し
得る程度の締着とする。
【０１２８】
　また、当該振動機構ＶＭは、図６、図７、図９～図１１のいずれかにて示すごとく、さ
らに、支持壁２００ｅ、振動モータ２００ｆ及び偏心体２００ｇを備えている。
【０１２９】
　支持壁２００ｅは、可振板２００ｄのうち開口部２１３の後側部位を下方へ矩形状にて
前側へＬ字状に切り起こし形成されている。振動モータ２００ｆは、支持壁２００ｅにそ
の後側から組み付けられているもので、当該振動モータ２００ｆは、モータ本体２１４と
、このモータ本体２１４のステータ内のロータから同軸的に延出する回転軸２１５とによ
り構成されている（図７参照）。なお、当該ロータは、回転軸２１５により同軸的に支持
されており、当該ロータは、上記ステータ内に位置して上記回転軸により上記ステータの
軸方向両端部に回転自在に支持されている。
【０１３０】
　しかして、当該振動モータ２００ｆは、その回転軸２１５を、支持壁２００ｅに形成し
てなる貫通孔部を通りその後側から回転自在に延出させるとともに、モータ本体２１４を
、支持壁２００ｅにその後側から支持することで、支持壁２００ｅに組み付けられている
。
【０１３１】
　偏心体２００ｇは、板状のもので、当該偏心体２００ｇは、その偏心軸孔部にて、振動
モータ２００ｆの回転軸２１５の延出端部に同軸的に支持されている。ここで、偏心体２
００ｇの回転軸２１５に対する支持位置は、振動モータ２００ｆの円滑な回転を確保し得
るように、選定されている。
【０１３２】
　また、本第１実施形態において、偏心体２００ｇは、操作ボタン１４０ｃを良好に振動
させるに適した振動を可振板２００ｄに生じさせるように振動モータ２００ｆを振動させ
るべく、金属材料でもって、所定の重量及び偏心形状にて形成されている。
【０１３３】
　これにより、当該偏心体２００ｇは、振動モータ２００ｆの回転に伴い振動モータ２０
０ｆの回転軸２１５の半径方向に偏心しながら回転する。このことは、振動モータ２００
ｆが、偏心体２００ｇの偏心方向への回転軸２１５の偏心に基づきモータ本体２１４を偏
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心させるように振動して、当該振動に伴う上下左側環状スペーサ２２０ｃ及び上下右側環
状スペーサ２２０ｄの伸縮作用のもとに可振板２００ｄを、支持壁２００ｅを介し厚さ方
向に振動させることを意味する。ここで、振動モータ２００ｆが、左右方向中心線Ｐより
も後方にて、回転軸２１５を左右方向中心線Ｐの中心に向けるようにして支持壁２００ｅ
に支持されているから、可振板２００ｄは、偏心体２００ｇの偏心方向が可振板２００ｄ
の厚さ方向にあるとき、左右方向中心線Ｐを基準にシーソー的にも振動し易い。
【０１３４】
　次に、上記パチンコ遊技機の電子制御システムについて説明する。当該電子制御システ
ムは、図１９にて示すごとく、電源回路ＰＳ、センサ群Ｓ、主制御装置３００、外部端子
盤４００及び副制御装置５００を備えている。
【０１３５】
　電源回路ＰＳは、遊技機本体Ｂの裏側右上隅角部に設けられており、当該電源回路ＰＳ
は、直流電源ＤＣ、電源スイッチＳＷ１及びクリアスイッチＳＷ２を備えている。直流電
源ＤＣは、上記パチンコホール内に付設してある商用電源からの交流電圧を直流電圧に変
換する。なお、直流電源ＤＣからの給電遮断は、当該直流電源ＤＣの故障或いは上記商用
電源からの停電等の給電遮断でもって発生する。
【０１３６】
　電源スイッチＳＷ１は、そのオンにより、直流電源ＤＣからの直流電圧を当該パチンコ
遊技機の各種電気部品に供給する。また、電源スイッチＳＷ１は、そのオフにより、直流
電源ＤＣからの直流電圧を当該パチンコ遊技機の各種電気部品から遮断する。
【０１３７】
　クリアスイッチＳＷ２は、そのオンにより、主制御装置３００のＲＡＭ３４０（後述す
る）の記憶データをクリアするようになっている。
【０１３８】
　センサ群Ｓは、図２０にて示すごとく、第１始動入賞口センサＳ１、第２始動入賞口セ
ンサＳ２、ゲートセンサＳ３、各普通入賞口センサＳ４及び大入賞口センサＳ５、第１初
期回転位置センサＳ６、第１演出回転位置センサＳ７、第２初期回転位置センサＳ８、第
２演出回転位置センサＳ９、磁石センサＳ１０及び振動センサＳ１１でもって構成されて
いる。
【０１３９】
　第１始動入賞口センサＳ１は、第１始動入賞口装置３０の第１始動入賞口内に設けられ
ており、この第１始動入賞口センサＳ１は、上記第１始動入賞口内に入賞する遊技球毎に
当該遊技球の入賞を検出し第１始動入賞検出信号として発生する。
【０１４０】
　第２始動入賞口センサＳ２は、第２始動入賞口装置４０の第２始動入賞口内に設けられ
ており、この第２始動入賞口センサＳ２は、上記第２始動入賞口に入賞する遊技球毎に当
該遊技球の入賞を検出し第２始動入賞検出信号として発生する。
【０１４１】
　ゲートセンサＳ３は、スルーゲート５０内に設けられており、このゲートセンサＳ３は
、スルーゲート５０を通過する遊技球毎に当該遊技球の通過を検出しゲート通過検出信号
として発生する。
【０１４２】
　各普通入賞口センサＳ４は、各対応の普通入賞口装置６０の入賞口内に設けられており
、当該各普通入賞口センサＳ４は、それぞれ、各対応の普通入賞口装置６０の入賞口内に
入賞する遊技球毎に、当該各遊技球の入賞を検出し普通入賞検出信号として発生する。
【０１４３】
　大入賞口センサＳ５は、大入賞口装置７０の大入賞口内に設けられており、この大入賞
口センサＳ５は、上記大入賞口内への遊技球の入賞毎に当該遊技球の入賞を検出し大入賞
検出信号を発生する。
【０１４４】
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　第１初期回転位置センサＳ６は、横駆動機構ＤＭＬの第１ステップモータ１８０ａの出
力軸の初期回転位置を検出し第１初期回転位置検出信号を発生するように、Ｌ字状基体Ｂ
Ｄのケーシング１５４内に支持されている。本第１実施形態において、第１ステップモー
タ１８０ａの出力軸の初期回転位置は、第１ステップモータ１８０ａの初期回転位置とも
いう。
【０１４５】
　また、当該初期回転位置は、次の２つの場合、即ち、
（１）．回転体ＲＤの第１演出壁１６０ａ（円筒壁１６０ａ）の外周面に描かれている各
演出態様のうち、大当たりの演出態様Ｖとリーチの演出態様◎との境界線１６２（図５或
いは図６参照）が前側斜め上方（遊技者の視線方向とは逆方向）に位置するときの回転体
ＲＤの回転位置
（２）．回転体ＲＤの第２演出壁１６０ｂ（前側蓋壁１６０ｂ）の前面に描かれている各
演出態様のうち、大当たりの演出態様Ｖとリーチの演出態様◎との境界線１６３（図１４
参照）が前側斜め上方（遊技者の視線方向とは逆方向）に位置するときの回転体ＲＤの回
転位置の双方をいう。本第１実施形態では、境界線１６３は、境界線１６２と共に、第１
ステップモータ１８０ａの同一回転位置に対応している（図１８参照）。なお、大当たり
の演出態様とは、特別図柄変動の終了の結果大当たり成立に伴う演出態様をいう。リーチ
の演出態様とは、特別図柄変動の終了前で大当たり成立の可能性が継続する演出態様をい
う。
【０１４６】
　第１演出回転位置センサＳ７は、第２ステップモータ２００ａが初期回転位置（後述す
る）にあるとき、第１ステップモータ１８０ａの出力軸の演出回転位置を検出し第１周面
演出回転位置検出信号を発生し、第２ステップモータ２００ａが直角回転位置（後述する
）にあるとき、第１ステップモータ１８０ａの出力軸の演出回転位置を検出し第１前面演
出回転位置検出信号を発生するように、Ｌ字状基体ＢＤのケーシング１５４内に支持され
ている。
【０１４７】
　本第１実施形態において、第１ステップモータ１８０ａの出力軸の演出回転位置は、第
１ステップモータ１８０ａの演出回転位置ともいう。また、当該演出回転位置は、回転体
ＲＤの第１演出壁１６０ａの外周面及び第２演出壁１６０ｂ（前側蓋壁１６０ｂ）の前面
の各々に描かれている各演出態様のうち、大当たりの演出態様Ｖ、リーチの演出態様◎及
び外れの演出態様×のいずれかの中央線（上記境界線１６２と平行な線）が前側斜め上方
（遊技者の視線方向とは逆方向）に位置するときの回転体ＲＤの回転位置をいう。
【０１４８】
　第２初期回転位置センサＳ８は、縦駆動機構ＤＭＶの第２ステップモータ２００ａの出
力軸の初期回転位置を検出し第２初期回転位置検出信号を発生するように、Ｌ字状基体Ｂ
Ｄの横部材１５０ａの適所に支持されている。本第１実施形態において、第２ステップモ
ータ２００ａの出力軸の初期回転位置は、第２ステップモータ２００ａの初期回転位置と
もいう。また、当該初期回転位置は、回転体ＲＤがその円筒状回転軸１６１の軸方向にて
遊技機本体Ｂの左右方向（幅方向）に一致するように当該回転体ＲＤを支持するＬ字状基
体ＢＤの回転位置をいう。
【０１４９】
　第２直角回転位置センサＳ９は、縦駆動機構ＤＭＶの第２ステップモータ２００ａの出
力軸の直角回転位置を検出し第２直角回転位置検出信号を発生するように、Ｌ字状基体Ｂ
Ｄの横部材１５０ａの適所に支持されている。本第１実施形態において、第２ステップモ
ータ２００ａの出力軸の直角回転位置は、第２ステップモータ２００ａの直角回転位置と
もいう。また、当該直角回転位置は、回転体ＲＤがその円筒状回転軸１６１の軸方向にて
遊技機本体Ｂの前後方向に一致するように当該回転体ＲＤを支持するＬ字状基体ＢＤの回
転位置をいう。
【０１５０】
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　磁石センサＳ１０は、遊技盤１０にその裏面側から第１始動入賞口装置３０の上側近傍
に設けられており、当該磁石センサＳ１０は、遊技盤１０の盤面に沿い第１始動入賞口装
置３０の上側近傍へ転動する遊技球を当該第１始動入賞口装置３０の始動入賞口内に入賞
するように誘導する磁石（図示しない）を不正行為として検出し磁石検出信号を発生する
。
【０１５１】
　また、振動センサＳ１１は、遊技機本体Ｂの適所に設けられており、当該振動センサＳ
１１は、当該パチンコ遊技機の遊技機本体Ｂや前扉Ｄを叩いて振動を発生させたとき、当
該振動を不正行為として検出し振動検出信号を発生する。
【０１５２】
　主制御装置３００は、図１９から分かるように、センサ群Ｓ、第１被駆動素子群ＤＲＶ
１、外部端子盤４００及び副制御装置５００の間に接続されており、当該主制御装置３０
０は、電源スイッチＳＷ１を介する直流電源ＤＣから当該パチンコ遊技機への給電に伴い
作動状態におかれる。
【０１５３】
　当該主制御装置３００は、マイクロコンピュータからなるもので、この主制御装置３０
０は、図２０にて示すごとく、ＣＰＵ３１０、ソフトタイマー３２０、ＲＯＭ３３０、Ｒ
ＡＭ３４０、入力ポート３５０及び各出力ポート３６０ａ～３６０ｄを備えている。
【０１５４】
　当該主制御装置３００は、ＣＰＵ３１０により、図２６にて示すフローチャートに従い
主制御プログラムを実行し、当該実行中において、主制御装置３００の各内部素子の初期
化処理やクリアスイッチＳＷ２からの出力に基づきＲＡＭ３４０の記憶データのクリア処
理等を行う。
【０１５５】
　また、当該主制御装置３００は、ＣＰＵ３１０により、ソフトタイマー３２０の第１ソ
フトタイマー部（後述する）からの第１主パルス信号（後述する）の発生ごとに、図２７
にて示すフローチャートに従い第１主タイマー割り込みプログラムを実行する。
【０１５６】
　このような第１主タイマー割り込みプログラムの実行中において、主制御装置３００は
、ＣＰＵ３１０により、センサ群Ｓ（磁石センサＳ１０及び振動センサＳ１１を除く）か
らのいずれかの出力に基づき、第１被駆動素子群ＤＲＶ１及び副制御装置５００の制御に
要する種々の演算処理を行う。この演算処理の過程において、主制御装置３００は、ＣＰ
Ｕ３１０にて、ＲＯＭ３３０の記憶データ、ＲＡＭ３４０の記憶データ或いはセンサ群Ｓ
のいずれかからの出力等を入力されて、種々の演算処理を行い、外部端子盤４００、第１
被駆動素子群ＤＲＶ１及び副制御装置５００への出力処理をする。
【０１５７】
　また、当該主制御装置３００は、ＣＰＵ３１０により、ソフトタイマー３２０の第２ソ
フトタイマー部からの第２主パルス信号（後述する）の発生ごとに、図２８にて示すフロ
ーチャートに従い第２主タイマー割り込みプログラムを実行する。この演算処理の実行中
において、センサ群Ｓの磁石センサＳ１０は振動センサＳ１１からの出力に基づきエラー
判定に要する演算処理を行う。
【０１５８】
　ソフトタイマー３２０は、第１及び第２のソフトタイマー部からなるもので、当該第１
及び第２のソフトタイマー部は、それぞれ、当該パチンコ遊技機への電源投入（電源スイ
ッチＳＷ１を介する直流電源ＤＣからの給電）に伴う主制御装置３００の作動開始と同時
にリセットされて計時を開始し、この開始後、４（ｍｓ）の経過毎に、第１及び第２の主
パルス信号を発生しＣＰＵ３１０に出力する。
【０１５９】
　ＲＯＭ３３０は、上述した主制御プログラム並びに第１及び第２の主タイマー割り込み
制御プログラムをＣＰＵ３１０による読み出し可能に予め記憶してなるものである。
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【０１６０】
　ＲＡＭ３４０は、不揮発性ＲＡＭからなるバックアップＲＡＭである。当該ＲＡＭ３４
０は、その記憶データを、主制御装置３００に対する直流電源ＤＣからの給電遮断以後も
、そのまま、保持する。
【０１６１】
　なお、当該ＲＡＭ３４０は、不揮発性ＲＡＭに代えて、通常のＲＡＭ（一時的記憶素子
）としてもよい。この場合には、当該一時的記憶素子は、その記憶内容を、直流電源ＤＣ
からの給電遮断以後、当該直流電源ＤＣとは独立したバックアップ電源（バックアップコ
ンデンサからなる）からの給電もとに、そのまま、保持するようにする。
【０１６２】
　入力ポート３５０は、センサ群Ｓからの出力をＣＰＵ３１０に入力データとして入力す
る役割を果たすもので、当該入力ポート３５０は、１４個のビットに割り付けられている
。なお、１４個のビットは、例えば、１４個のレジスタに相当する。
【０１６３】
　しかして、当該入力ポート３５０によれば、第１始動入賞口センサＳ１からの第１始動
入賞検出信号がビット１を介しＣＰＵ３１０に入力され、第２始動入賞口センサＳ２から
の第２始動入賞検出信号がビット２を介しＣＰＵ３１０に入力され、ゲートセンサＳ３か
らのゲート通過検出信号がビット３を介しＣＰＵ３１０に入力され、複数の普通入賞口セ
ンサＳ４からの各普通入賞検出信号がビット４～７の各々を介しＣＰＵ３１０に入力され
、また、大入賞口センサＳ５からの大入賞検出信号がビット８を介しＣＰＵ３１０に入力
される。
【０１６４】
　また、当該入力ポート３５０によれば、第１初期回転位置センサＳ６からの第１初期回
転位置検出信号は、ビット９を介しＣＰＵ３１０に入力され、第１演出回転位置センサＳ
７からの第１演出回転位置検出信号は、ビット１０を介しＣＰＵ３１０に入力され、第２
初期回転位置センサＳ８からの第２初期回転位置検出信号は、ビット１１を介しＣＰＵ３
１０に入力され、第２演出回転位置センサＳ９からの第２演出回転位置検出信号は、ビッ
ト１２を介しＣＰＵ３１０に入力される。
【０１６５】
　また、当該入力ポート３５０によれば、磁石センサＳ１０からの磁石検出信号は、ビッ
ト１３を介しＣＰＵ３１０に入力され、また、振動センサＳ１１からの振動検出信号は、
ビット１４を介しＣＰＵ３１０に入力される。なお、図２１は、入力ポート３５０の複数
のビット１～１４と複数の入力データとの対応関係を示す。
【０１６６】
　複数の出力ポート３６０ａ～３６０ｄのうち、出力ポート３６０ａは、ＣＰＵ３１０か
らの出力を出力データとして第１被駆動素子群ＤＲＶ１に出力データとして出力する役割
を果たすもので、当該出力ポート３６０ａは、５個のビットに割り付けられている。出力
ポート３６０ｂは、ＣＰＵ３１０からの出力を出力データとして副制御装置５００の払い
出し制御部５００ａ（後述する）に出力する役割を果たすもので、当該出力ポート３６０
ｂは、５個のビットに割り付けられている。
【０１６７】
　出力ポート３６０ｃは、ＣＰＵ３１０からの出力を副制御装置５００のシステム制御部
５００ｂ（後述する）に出力データとして出力する役割を果たすもので、当該出力ポート
３６０ｃは、５個のビットに割り付けられている。また、出力ポート３６０ｄは、ＣＰＵ
３１０からの出力を出力データとして外部端子盤４００（後述する）に出力する役割を果
たすもので、当該出力ポート３６０ｄは、１０個のビットに割り付けられている。なお、
各出力ポート３６０ａ～３６０ｄにおいて、ビットは、例えば、レジスタに相当する。
【０１６８】
　しかして、出力ポート３６０ａによれば、電チューアクチュエータ駆動信号がビット１
を介し電チューアクチュエータ４１に出力され、大入賞口アクチュエータ駆動信号がビッ
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ト２を介し大入賞口アクチュエータ７１に出力され、普通図柄変動表示信号がビット３を
介し普通図柄表示器８０ａに出力され、第１特別図柄変動表示信号がビット４を介し第１
特別図柄表示器８０ｂに出力され、また、第２特別図柄変動表示信号がビット５を介し第
２特別図柄表示器８０ｃに出力される。
【０１６９】
　出力ポート３６０ｂによれば、主制御装置３００からの払い出し指令信号がビット１を
介し副制御装置５００の払い出し制御部５００ａに出力される。
【０１７０】
　出力ポート３６０ｃによれば、主制御装置３００からの第１或いは第２の特別図柄変動
信号、大当たり信号、客待ちコマンド及び新たなコマンドがシステム制御部５００ｂに出
力される。
【０１７１】
　また、出力ポート３６０ｄによれば、主制御装置３００からのＲＡＭクリア信号、遊技
開始信号、入賞信号、大当たり信号、エラー信号及び払い出し指令信号が外部端子盤４０
０に出力される。なお、図２２は、各出力ポート３６０ａ～３６０ｄの各ビットと出力デ
ータとの対応関係を示す。
【０１７２】
　第１被駆動素子群ＤＲＶ１は、図２０にて示すごとく、上述した電チューアクチュエー
タ４１、大入賞口アクチュエータ７１、普通図柄表示器８０ａ、第１及び第２の特別図柄
表示器８０ｂ、８０ｃでもって構成されている。
【０１７３】
　外部端子盤４００は、図１９にて示すごとく、主制御装置３００とパチンコホール内に
設置してなるホールコンピュータＨＣとの間に接続されており、当該外部端子盤４００は
、遊技機本体Ｂにその裏側にて電源回路ＰＳの近傍に配設されている。
【０１７４】
　当該外部端子盤４００は、図２３にて示すごとく、半導体スイッチング回路４１０と、
外部端子板４２０とにより構成されている。半導体スイッチング回路４１０は、第１～第
１０の半導体スイッチング回路部（図示しない）でもって構成されており、当該第１～第
１０の半導体スイッチング回路部は、それぞれ、その導通（オン）により、対応の入力信
号を外部端子板４２０に出力する。また、当該第１～第１０の半導体スイッチング回路部
は、それぞれ、その非導通（オフ）により、対応の入力信号の外部端子板４２０への出力
を阻止する。
【０１７５】
　外部端子板４２０は、１０個のコネクターＮ１～Ｎ１０を有しており、当該１０個のコ
ネクターＮ１～Ｎ１０は、コネクターＮ１からコネクターＮ１０にかけて配列されている
。ここで、外部端子板４２０の１０個のコネクターＮ１～Ｎ１０は、それぞれ、半導体ス
イッチング回路４１０の第１～第１０の半導体スイッチング回路部に対応する。
【０１７６】
　このように構成される外部端子盤４００においては、主制御装置３００からのクリア信
号、遊技開始信号、入賞信号、大当たり信号、エラー信号及び払い出し指令信号が、半導
体スイッチング回路４１０の第１、第３、第５、第９及び第１０の半導体スイッチング回
路部によりその導通のもと外部端子板４２０に出力される（図２０参照）。これに伴い、
外部端子板４２０は、その各コネクターＮ１、Ｎ２、Ｎ３、Ｎ５、Ｎ９及びＮ１０を介し
、主制御装置３００からのクリア信号、遊技開始信号、入賞信号、大当たり信号、エラー
信号及び払い出し指令信号をホールコンピュータＨＣに出力する。
【０１７７】
　副制御装置５００は、図２５にて示すごとく、払い出し制御部５００ａ、システム制御
部５００ｂ、画像制御部５００ｃ及びランプ制御部５００ｄでもって構成されており、当
該副制御装置５００は、主制御装置３００と第２被駆動素子群ＤＲＶ２及び演出ボタンセ
ンサ１４０ｆとの間に接続されている。
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【０１７８】
　ここで、第２被駆動素子群ＤＲＶ２は、払い出しモータＭ、演出表示装置８０、両スピ
ーカＳＰ、枠ランＷ、各ステップモータ１８０ａ、２００ａ、電飾体１１３、１９０ｄ及
び１９０ｅ並びにモータ２００ｆでもって構成されている。なお、両スピーカＳＰは、前
扉Ｄの前枠９０の左右上部内に設けられており、当該両スピーカＳＰは、音による大当た
り、リーチ、はずれ等の演出態様を行う。
【０１７９】
　払い出し制御部５００ａは、マイクロコンピュータからなるもので、この払い出し制御
部５００ａは、所定の払い出し制御プログラムを、所定のフローチャート（図示しない）
に従い実行し、この実行中において、主制御装置３００からの払い出しコマンド制御のも
とに、払い出しモータＭの駆動制御を行う。これに伴い、払い出しモータＭは、遊技機本
体Ｂの球タンク（図示しない）から球払い出し系統（図示しない）内に進入する遊技球を
、所定個数ずつ払い出すように作動する。なお、払い出しモータＭは、上記球払い出し系
統内に配設されている。
【０１８０】
　システム制御部５００ｂは、マイクロコンピュータからなるもので、当該システム制御
部５００ｂは、演出制御プログラムを、図３４及び図３５にて示すフローチャートに従い
実行する。この実行中において、当該システム制御部５００ｂは、主制御装置３００から
のコマンド制御、画像制御部５００ｃからの要求や演出ボタンスイッチ１４０ｆの押動操
作出力のもとに、画像制御部５００ｃやランプ制御部５００ｄを制御するように種々の演
算処理を行う。
【０１８１】
　また、当該システム制御部５００ｂは、その内蔵のソフトタイマーからの副パルス信号
の出力ごとに、図３６～図４０にて示すフローチャートに従い副タイマー割り込み制御プ
ログラムを繰り返し実行する。当該システム制御部５００ｂに内蔵のソフトタイマーは、
当該パチンコ遊技機への電源投入（電源スイッチＳＷ１を介する直流電源ＤＣからの給電
）に伴うシステム制御部５００ｂの作動開始と同時にリセットされて計時を開始し、この
開始後、４（ｍｓ）の経過毎に、副パルス信号を発生しＣＰＵ３１０に出力する。
【０１８２】
　画像制御部５００ｃは、マイクロコンピュータからなるもので、この画像制御部５００
ｃは、画像表示制御プログラムを、所定のフローチャート（図示しない）に従い実行し、
この実行中において、演出処理部５００ｂからのコマンド制御に基づき、演出画像表示装
置８０及び両スピーカＳＰを共に或いは選択的に駆動制御するに要する種々の演算処理を
する。
【０１８３】
　ランプ制御部５００ｄは、マイクロコンピュータからなるもので、このランプ制御部５
００ｄは、ランプ制御プログラムを、所定のフローチャート（図示しない）に従い実行し
、この実行中において、演出処理部５００ｂからのコマンド制御に基づき、第１ステップ
モータ１８０ａ、第２ステップモータ２００ａ、枠ランプＷ、電飾体１１３、電飾体１９
０ｄ、電飾体１９０ｅ及び振動モータ２００ｆを共に或いは選択的に駆動制御するに要す
る種々の演算処理をする。
【０１８４】
　以上のように構成した本第１実施形態において、ボタン式演出操作装置ＢＧは、前扉Ｄ
の前枠９０の突出部９０ａの上記凹状切り欠き部内に嵌装されており、当該演出操作装置
ＢＧは、筐体１３０と、ボタン機構１４０と、回転機構ＲＭとを備えている。
【０１８５】
　ここで、支持部材１４０ｂは、その左右前側ボス１４２及び左右後側ボス１４３にて、
その軸方向に変位可能に、左右前側コイルスプリング１４０ｄ及び左右後側コイルスプリ
ング１４０ｅを介しボタンベース１４０ａに支持されている。
【０１８６】
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　また、回転機構ＲＭは、ボタン機構１４０の透明筒体からなる操作ボタン１４０ｃ内に
て、支持部材１４０ｂにより支持されている。ここで、当該回転機構ＲＭの回転体ＲＤは
、その回転軸１６１にて、Ｌ字状基体ＢＤのケーシング１５４に回転可能に支持されてい
る。これにより、回転体ＲＤの円周壁１６０ａが、その外周面にて、前方に対向可能に位
置するように回転体ＲＤがケーシング１５４により支持されているとき、回転体ＲＤは、
その回転軸１６１にて、前扉Ｄの幅方向（左右方向）に向く。また、回転体ＲＤの前側蓋
壁１６０ｂが、その前面にて、前方に対向可能に位置するように回転体ＲＤがケーシング
１５４により支持されているとき、回転体ＲＤは、その回転軸１６１にて、前扉Ｄの前後
幅方向に向く。
【０１８７】
　また、反射板１７０ａは、その回転体ＲＤに対向する上面１７１にて、回転体ＲＤを虚
像として投影可能な鏡面として形成されている。
【０１８８】
　従って、回転体ＲＤが、円周壁１６０ａの外周面及び前側蓋壁１６０ｂのいずれかにて
前方に対向するように位置していても、当該回転体ＲＤが、反射板１７０ａの鏡面１７１
に投影されることで、遊技者は、回転体ＲＤを実像として視認するとともに鏡面１７１上
にて虚像として視認することとなる。ここで、回転体ＲＤの虚像は、実像としての回転体
ＲＤに対し、鏡面１７１を基準に対称的な位置にあるように視認され得る。このことは、
虚像としての回転体ＲＤは、実像としての回転体ＲＤに対し奥行きのある位置にあるよう
に視認されることを意味する。
【０１８９】
　また、回転体ＲＤが、円周壁１６０ａの外周面にて前方に対向するように位置するにあ
たっては、当該回転体ＲＤは、その回転軸１６１にて、前扉Ｄの幅方向に向くようにＬ字
状基体ＢＤにより支持された状態で、第１ステップモータ１８０ａの回転に伴い回転駆動
されて、停止した時点で、円周壁１６０ａにより、大当たり、リーチ或いは外れの演出態
様を斜め上側前方に向けて示す。このことは、円周壁１６０ａが、回転体ＲＤとしての第
１段階の演出態様を示すことを意味する。
【０１９０】
　また、回転体ＲＤが、前側蓋壁１６０ｂの前面にて前方に対向するように位置するにあ
たっては、当該回転体ＲＤは、その回転軸１６１にて、前扉Ｄの前後方向に向くようにＬ
字状基体ＢＤとともに第２ステップモータ２００ａにより回転駆動された上で、当該回転
体ＲＤは、第１ステップモータ１８０ａの回転に伴い回転駆動されて、停止した時点で、
前側蓋壁１６０ｂにより、大当たり、リーチ或いは外れの演出態様を斜め上側前方に向け
て示す。このことは、前側蓋壁１６０ｂが、回転体ＲＤとしての第２段階の演出態様を示
すことを意味する。
【０１９１】
　このように回転体ＲＤが第１及び第２の演出態様を示すことで、後述のように、大当た
りの抽選結果に対する予告を、２段階にて、遊技者に提供することができる。
【０１９２】
　従って、遊技者が演出操作装置ＢＧを視認したとき、実像としての回転体ＲＤと鏡面１
７１に映る虚像としての回転体ＲＤとの双方でもって、回転体ＲＤの見え方に斬新な面白
み等の演出効果を期待することができる。
【０１９３】
　また、操作ボタン１４０ｃは、透明筒体で構成されている。従って、演出操作装置ＢＧ
が前方から遊技者により視認されたき、回転体ＲＤ及び反射板１７０ａがボタン１４０ｃ
を通して視認可能となっている。このため、遊技者は、ボタン１４０ｃを通して実像とし
ての回転体ＲＤ及び反射板１７０ａの鏡面１７１に映る虚像との双方を視認しながら遊技
を行うことができる。
【０１９４】
　また、演出ボタンセンサ１４０ｆは、反射板１７０ａの前側部位に対応する支持板１４
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１の前側部位の下側にて、操作ボタン１４０ｃの下端開口部１４４内の前側領域に配設さ
れている。外乱光がボタン式演出操作装置ＢＧにその前側から斜め下方に向けて入射して
も、当該外乱光は、反射板１７０ａによりその鏡面１７１により反射される。
【０１９５】
　ここで、支持板１４１は、その前側部位にて、反射板１７０ａの前側部位の下側に位置
するので、当該外乱光は、反射板１７０ａによりその鏡面１７１の前側部位にて反射され
る。このため、当該外乱光が、支持板１４１の前側部位の下側に位置する演出ボタンセン
サ１４０ｆに入射することがない。
【０１９６】
　これにより、例えば、演出ボタンセンサ１４０ｆにおいて、板状遮光片１４８ｂがセン
サ本体１４７の発光素子１４７ｂと受光素子１４７ｃとの間に進入する際に、演出ボタン
センサ１４０ｆに入射する外乱光が受光素子１５７ｃにより受光されていると、板状遮光
片１４８ｂが発光素子１４７ｂから受光素子１４７ｃへの光を遮断しても、演出ボタンセ
ンサ１４０ｆは、受光素子１４７ｂによる外乱光の受光により、板状遮光片１４８ｂによ
る発光素子１４７ｂから受光素子１４７ｃへの光を遮断しているにもかかわらず、当該光
の遮断はなく、操作ボタン１４０ｃの下方への変位はないものとするような誤検出を未然
に防止し得る。このことは、当該演出ボタンセンサ１４０ｆは、外乱光の入射に起因する
誤検出を伴うことなく、常に、操作ボタン１４０ｃの下方への変位を、正常に検出作動を
行い得ることを意味する。
【０１９７】
　また、演出ボタンセンサ１４０ｆが支持板１４１の前側部位にその下側にて支持される
ことで、支持板１４１の下側領域のうち演出ボタンセンサ１４０ｆが占める領域以外の領
域に、種々の部品、例えば、振動機構ＶＭを配設することができる。
【０１９８】
　また、振動機構ＶＭにおいては、可振板２００ｄが、振動モータ２００ｆの回転に伴う
偏心体２００ｇの偏心に基づき、振動する。ここで、振動モータ２００ｆが、偏心体２０
０ｇの偏心方向への回転軸２１５の偏心に基づきモータ本体２１４を偏心させるように振
動して、当該振動に伴う上下左側環状スペーサ２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２０
ｄの伸縮作用のもとに可振板２００ｄをその支持壁２００ｅを介し厚さ方向に振動させる
ことを意味する。また、振動モータ２００ｆが、左右方向中心線Ｐよりも後方にて、可振
板２００ｄに組み付けられているから、可振板２００ｄは、偏心体２００ｇの偏心方向が
可振板２００ｄの厚さ方向にあるとき、左右方向中心線Ｐを基準にシーソー的にも振動し
易い。
【０１９９】
　しかして、可振板２００ｄの振動が、上述のような振動態様にて、上下左側環状スペー
サ２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄや左右両側ねじ２３０ａ、２３０ｂ、ボタ
ンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａ、左右前側コイルスプリング１４０ｄ、左右後側
コイルスプリング１４０ｅ、支持部材１４０ｂを介し操作ボタン１４０ｃに伝わって当該
操作ボタン１４０ｃを振動させる。このため、遊技者は、その手により操作ボタン１４０
ｃに触れたとき、上述のような振動態様に対応した操作ボタン１４０ｃの振動を感知して
、リーチや大当たりを期待する等の遊技興趣を期待し得る。
【０２００】
　また、電飾機構ＩＭにおいて、電飾体１９０は、回転体ＲＤ内に収容されており、当該
電飾体１９０は、その複数の発光ダイオードの発光による大当たり、リーチ或いは外れを
表す発光演出態様でもって、回転体ＲＤを通して光演出を行う。
【０２０１】
　ここで、電飾体１９０は、回転体ＲＤの前側蓋壁１６０ｂに対向する発光面を有する電
飾盤１９０ｄと、回転体ＲＤの円周壁１６０ａに対向する発光面を有する電飾盤１９０ｅ
との双方でもって構成されている。従って、回転体ＲＤの前側蓋壁１６０ｂ及び円周壁１
６０ａのいずれを通しても、大当たり、リーチ或いは外れを表す発光演出態様を視認する
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ことができる。
【０２０２】
　また、上述した大当たりを表す発光演出態様は、期待度の高い演出態様に相当し，外れ
を表す発光演出態様は、期待度の低い演出態様に相当する。従って、例えば、回転体ＲＤ
が、その外周面や外表面の絵柄、即ち、大当たりの演出態様を表すＶ或いは外れの演出態
様を表す×を、期待度の高い演出態様或いは期待度の低い演出態様として表示するともい
える。ここで、当該期待度の低い演出態様が、その出現率において、期待度の高い演出態
様よりも高くなるように、電飾盤１９０ｅの各発光ダイオードの発光を、電飾盤１９０ｄ
の各発光ダイオードの発光よりも多くなるようにランプ制御部５００ｄにより制御する。
【０２０３】
　また、当該電飾体１９０の各配線Ｌは、円筒状支持筒１９０ａ及び案内筒１９０ｂを通
して外方に延出されている。従って、電飾体１９０が回転体ＲＤ内に収容されていても、
当該電飾体１９０に対する給電や制御を外方において行うことができて、便利である。
【０２０４】
　次に、パチンコ遊技機が電源スイッチＳＷ１を介する直流電源ＤＣからの給電により遊
技可能な作動状態になると、主制御装置３００が、副制御装置５００とともに、作動状態
になる。これに伴い、主制御装置３００が、ＣＰＵ３１０により、図２６のフローチャー
トに従い、主制御プログラムの実行を開始する。
【０２０５】
　また、上述のようにパチンコ遊技機が作動状態になると、主制御装置３００のソフトタ
イマー３２０（第１及び第２のソフトタイマー部）がリセットされる。これに伴い、ソフ
トタイマー３２０の第１ソフトタイマー部が、計時を開始し、この開始後４（ｍｓ）の経
過毎に、第１主パルス信号を発生するとともに、ソフトタイマー３２０の第２ソフトタイ
マー部が、計時を開始し、この開始後４（ｍｓ）の経過毎に、第２主パルス信号を発生す
る。なお、現段階では、主制御装置３００による第１及び第２の主タイマー割り込みプロ
グラムの割り込みは、後述のごとく、クリアスイッチＳＷ２がオンされるまで禁止されて
いる。
【０２０６】
　上述のように主制御装置３００が図２６のフローチャートに従い主制御プログラムの実
行を開始すると、ステップ６００における初期化処理において、主制御装置３００の内部
構成素子が初期化される。
【０２０７】
　ついで、ステップ６１０においてクリアスイッチのオンか否かが判定される。上述のよ
うにパチンコ遊技機が電源スイッチＳＷ１を介する直流電源ＤＣからの給電により遊技可
能な作動状態になった時点で、電源回路ＰＳのクリアスイッチＳＷ２が手動によりオンさ
れると、ステップ６１０における判定がＹＥＳとなる。
【０２０８】
　一方、上述のようにパチンコ遊技機が遊技可能な作動状態になった時点でクリアスイッ
チＳＷ２がオンされなければ、当該ステップ６１０においてＮＯと判定される。これに伴
い、ステップ６１１にて割り込み禁止処理がなされる。以後、クリアスイッチＳＷ２がオ
ンされるまで、ステップ６００、ステップ６１０及びステップ６１１を通る循環処理が繰
り返される。これにより、クリアスイッチＳＷ２がオンされるまで、第１及び第２のタイ
マー割り込みプログラムの実行は禁止される。
【０２０９】
　このような状態において、クリアスイッチＳＷ２がオンされると、ステップ６１０にお
いてＹＥＳと判定される。これに伴い、ステップ６１２においてＲＡＭクリア処理がなさ
れる。ここでは、上述のように当該パチンコ遊技機が作動可能状態になる直前において主
制御装置３００のＲＡＭ３４０に記憶保持済みの記憶データがクリアされる。これにより
、上述のように作動可能状態になった当該パチンコ遊技機による遊技が、ＲＡＭ３４０の
記憶データをクリアした状態で開始され得る。従って、上述のように作動可能状態になっ
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た当該パチンコ遊技機による遊技において、上述のクリア前におけるＲＡＭ３４０の記憶
データが利用されるというような不都合は発生しない。
【０２１０】
　上述のようにステップ６１２におけるＲＡＭクリア処理がなされると、次のステップ６
１３においてＲＡＭクリア信号出力処理がなされる。ここでは、ＲＡＭ３４０の記憶デー
タをクリアしたことを表すＲＡＭクリア信号が、主制御装置３００によりそのＣＰＵ３１
０でもって、外部端子盤４００に出力される。
【０２１１】
　現段階において、当該外部端子盤４００は、上述のようにパチンコ遊技機が遊技可能状
態になった時点において、作動状態になり、半導体スイッチング回路４１０の各半導体ス
イッチング回路部が共に導通状態におかれる。
【０２１２】
　従って、上述のようにＲＡＭクリア信号が主制御装置３００から外部端子盤４００に出
力されると、当該ＲＡＭクリア信号は、半導体スイッチング回路４１０の第１０半導体ス
イッチング回路部により外部端子板４２０のコネクターＮ１０を通しホールコンピュータ
ＨＣに出力される。これにより、当該パチンコ遊技機がその作動可能状態になった時点に
おいて主制御装置３００のＲＡＭ３４０の記憶データがクリアされたことが、ホールコン
ピュータＨＣに対しクリア情報として提供され得る。
【０２１３】
　上述のようにステップ６１３の処理がなされると、次のステップ６１４において割り込
み許可処理がなされる。これに伴い、以後の第１及び第２の主タイマー割り込みプログラ
ムの実行が許可される。
【０２１４】
　然る後、ステップ６２０においてエラーありか否かが判定される。 現段階では、当該
パチンコ遊技機による遊技が未だ開始されていないことから、当該パチンコ遊技機におい
て遊技者による磁石による不正行為や当該パチンコ遊技機を叩く不正行為等はなされてい
ない。このため、ステップ６２０においてはＮＯとの判定が繰り返される。
【０２１５】
　上述のように、図２６のステップ６１４において割り込み許可処理がなされると、主制
御装置３００は、ソフトタイマー３２０の第１ソフトタイマー部からの第１主パルス信号
の発生毎に、ＣＰＵ３１０により、図２７のフローチャートに従い上記第１主タイマー割
り込みプログラムを繰り返し実行するとともに、ソフトタイマー３２０の第２ソフトタイ
マー部からの第２主パルス信号の発生毎に、ＣＰＵ３１０により、図２８のフローチャー
トに従い上記第２主タイマー割り込みプログラムを繰り返し実行する。このことは、当該
第１及び第２の主タイマー割り込みプログラムの実行が、主制御装置３００の作動開始後
４（ｍｓ）の経過毎に繰り返され、かつ、上記第１及び第２の主タイマー割り込みプログ
ラムの実行のための時間が、４（ｍｓ）の間、維持されることを意味する。
【０２１６】
　また、上述のようにパチンコ遊技機が作動状態になると、副制御装置５００が、払い出
し制御部５００ａ、システム制御部５００ｂ、画像制御部５００ｃ及びランプ制御部５０
０ｄにおいて、作動状態になる。
【０２１７】
　これに伴い、払い出し制御部５００ａは、上記払い出し制御プログラムの実行を開始し
、システム制御部５００ｂは、上記演出制御プログラムの実行を、図３４及び図３５のフ
ローチャートに従い開始し、かつ、上記副タイマー割り込みプログラムの実行を上述の副
パルス信号の発生毎に開始し、画像制御部５００ｃが、上記画像表示制御プログラムの実
行を開始し、さらに、ランプ制御部５００ｄが、上記ランプ制御プログラムの実行を開始
する。これにより、上記パチンコ遊技機は、遊技者による遊技の開始を待つ状態におかれ
る。
【０２１８】
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　しかして、主制御装置３００が、そのＣＰＵ３１０により、上述のように、ソフトタイ
マー３２０の第１ソフトタイマー部からの第１主パルス信号の発生に伴い、上記第１主タ
イマー割り込みプログラムの実行を開始すると、当該主制御装置３００は、上記第１主タ
イマー割り込みプログラムを第１始動入賞口処理ルーチン７００以降に進める（図２７図
参照）。
【０２１９】
　現段階では、遊技球の第１或いは第２の始動入賞口装置３０或いは４０の始動入賞口へ
の遊技球の入賞やスルーゲート５０の遊技球の通過はないことから、上記第１主タイマー
割り込みプログラムは、第１始動入賞口処理ルーチン７００、第２始動入賞口処理ルーチ
ン８００、ゲート処理ルーチン（図２７及び図３２参照）に進む。なお、この処理過程に
おいて、第１始動入賞口処理ルーチン７００では、図２９のステップ７１０にてＮＯと判
定され、第２始動入賞口処理ルーチン８００では、図２６のステップ８１０にてＮＯと判
定され、ゲート処理ルーチン９００では、図３１のステップ９１０にてＮＯと判定される
。
【０２２０】
　上述のように第１主タイマー割り込みプログラムが図３２の特別図柄処理ルーチン１１
００に進むと、この特別図柄処理ルーチン１１００において、現段階では、未だ遊技者に
よる遊技は開始されておらず、遊技状態が大当たり中、特別図柄変動中のいずれでもない
。従って、各ステップ１１１０及び１１２０における判定は順次ＮＯとなる。
【０２２１】
　また、現段階では、遊技球の第１始動入賞口装置３０及び第２始動入賞口装置４０の各
始動入賞口への入球は未だ発生していないことから、第１及び第２の特別図柄変動保留数
Ｕａ、Ｕｂ（後述する）は零のままである。従って、各ステップ１１３０及び１１４０に
おける判定もＮＯとなる。これに伴い、上記第１主タイマー割り込みプログラムは、次の
普通図柄処理ルーチン１２００（図２７及び図３３参照）に進む。
【０２２２】
　この普通図柄処理ルーチン１２００においては、普通図柄変動中でないことから、ステ
ップ１２１０においてＮＯと判定される。さらに、現段階では遊技球によるスルーゲート
５０の通過もないことから、ゲート通過数Ｇ＝０（後述する）であることに基づき、ステ
ップ１２２０における判定もＮＯとなる。これに伴い、現段階では、上述のごとく未だ遊
技がなされていないことから、上記第１主タイマー割り込みプログラムは、次の大入賞口
処理ルーチン１３００、電チュー処理ルーチン１４００及び出力処理ルーチン１５００（
図２７参照）に順次進む。
【０２２３】
　また、主制御装置３００が、そのＣＰＵ３１０により、上述のように、ソフトタイマー
３２０の第２ソフトタイマー部からの第２主パルス信号の発生に伴い、図２８のフローチ
ャートに従い上記第２主タイマー割り込みプログラムの実行を開始すると、当該主制御装
置３００は、当該第２主タイマー割り込みプログラムをステップ１６００以降に進める。
【０２２４】
　現段階では、当該パチンコ遊技機による遊技が開始されていないことから、遊技者が磁
石の使用による不正行為をしたり、当該パチンコ遊技機を叩くことによる不正行為等をす
ることはない。このため、図２８の各ステップ１６００及び１６１０において順次ＮＯと
判定される。
【０２２５】
　また、上述のように副制御装置５００が作動状態におかれると、システム制御部５００
ｂが、その作動状態において、演出制御プログラムを図３４及び図３５のフローチャート
に従い実行するとともに、副タイマー割り込み制御プログラムを図３６～図４０のフロー
チャートに従い副パルス信号の発生に基づき実行する。
【０２２６】
　この処理では、上述のごとく、当該パチンコ遊技機による遊技者の遊技が開始されてい
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ないことから、主制御装置３００からの出力データがシステム制御部５００ｂに出力され
ていない。このため、図３４のステップ２０００及び図３６のステップ３０００にてＮＯ
との判定がそれぞれなされる。
【０２２７】
　以上のような状態において、遊技者が、遊技球の払い出しを受けて上記パチンコ遊技機
による遊技を開始すると、当該パチンコ遊技機が遊技作動モードにおかれる。以下、この
遊技作動モードを、主制御装置側遊技作動モード及び副制御装置側遊技作動モードに分け
て説明する。
１．主制御装置側遊技作動モード
　上述のように遊技者が、遊技を開始するにあたり、上記パチンコ遊技機の操作ハンドル
１１０を回動操作すれば、遊技球が、順次、上記球発射装置により案内レール２０を通り
遊技領域１１内に発射される。なお、このような段階においても、上記第１主タイマー割
り込みプログラムは、ソフトタイマー３２０の第１タイマー部からの第１主パルス信号の
発生毎に、上述と同様に、繰り返し割り込み実行される。
（１）第１始動入賞口処理
　上記第１主タイマー割り込みプログラムが第１始動入賞口処理ルーチン７００（図２７
及び図２９参照）に進むと、当該第１始動入賞口処理ルーチン７００の処理は、第1始動
入賞口装置５０の第１始動入賞口への遊技球の入賞に基づく大当たりの抽選の機会を形成
するために、次のようになされる。
【０２２８】
　上述のように遊技領域１１内に順次案内される遊技球の１つが第1始動入賞口装置５０
の第１始動入賞口に入賞すると、当該遊技球の入賞が第１始動入賞口センサＳ１により検
出される。これに伴い、当該第１始動入賞口センサＳ１は、第１始動入賞口検出信号を発
生する。
【０２２９】
　このとき、上記タイマー割り込みプログラムが第１始動口処理ルーチン７００のステッ
プ７１０に進んでおれば、このステップ７１０において、第１始動入賞口センサＳ１から
の第１始動入賞口検出信号に基づき、遊技球の第１始動入賞口装置４０の始動入賞口への
入賞として、ＹＥＳと判定される。然る後、Ｕａ＜４か否かが、ステップ７２０において
判定される。なお、Ｕａは、第１始動入賞口装置４０の始動入賞口への遊技球の入賞数（
以下、第１入賞数ともいう）を表す。また、ステップ７１０では、第１始動入賞口装置４
０の始動入賞口への遊技球の入賞がなければ、ＮＯと判定される。なお、第１入賞数は、
第１特別図柄変動保留数に対応する。
【０２３０】
　現段階では、Ｕａ＝０であるとすれば、ステップ７２０においてＹＥＳと判定されて、
次のステップ７２１において、第１入賞数Ｕａが次の式（１）に基づき算出される。
【０２３１】
　　　　　　　　　　　　Ｕａ＝Ｕａ＋１・・・（１）
　ここで、上述のごとく、Ｕａ＝０であることから、第１入賞数Ｕａは、式（１）に基づ
き、Ｕａ＝１と算出更新される。詳細には、現段階において、特別図柄変動が、第１或い
は第２の特別図柄変動中であるいることを前提として、Ｕａ＝１と算出更新される。
【０２３２】
　ついで、次のステップ７２２において、ステップ７２１にて更新済みの第１入賞数を表
す第１入賞データが出力データとしてセットされる。なお、当該セットとは、ＲＡＭ３４
０による第１入賞データの記憶をいう。
【０２３３】
　然る後、上述のように遊技領域１１内に案内される遊技球が、さらに、第１始動入賞口
装置３０の始動入賞口に順次入賞すると、これら各遊技球の入賞が、順次、第１始動入賞
口センサＳ１により検出される。これに伴い、当該第１始動入賞口センサＳ１が、順次、
第１始動入賞口検出信号を発生する。
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【０２３４】
　従って、その後、上記第１主タイマー割り込みプログラムが第１始動口処理ルーチン７
００に進む毎に、ステップ７１０においてＹＥＳと判定され、ステップ７２０においてＹ
ＥＳと判定され、ステップ７２１において、式（１）に基づき第１入賞数Ｕａの加算更新
処理がなされ、ステップ５２２において、ステップ７２１における各新たな更新データが
各出力データとして順次セットされる。このような状態において、ステップ７２１におけ
る最新の第１入賞数Ｕａに基づき、Ｕａ≧４が成立すると、その後、ステップ７２０にお
いて、ＮＯと判定される。
【０２３５】
　上述のような第１始動入賞口処理ルーチン７００の終了に伴い、上記タイマー割り込み
プログラムは、第２始動入賞口処理ルーチン８００（図２７及び図３０参照）に進む。こ
の第２始動入賞口処理ルーチン８００の処理は、第２始動入賞口装置４０の第２始動入賞
口への遊技球の入賞に基づく大当たりの抽選の機会を形成するために、次のようになされ
る。
【０２３６】
　上述のように遊技領域１１内に順次案内される遊技球が第２始動入賞口装置４０の第２
始動入賞口に入賞すると、当該遊技球の入賞が第２始動入賞口センサＳ２により検出され
る。これに伴い、第２始動入賞口センサＳ２が、第２始動入賞口検出信号を発生する。
【０２３７】
　このとき、上記第１主タイマー割り込みプログラムが第２始動入賞口処理ルーチン８０
０のステップ８１０に進んでおれば、このステップ８１０において、第２始動入賞口セン
サＳ２からの第２始動入賞口検出信号に基づき、遊技球の第２始動入賞口装置４０の始動
入賞口への入賞として、ＹＥＳと判定される。
【０２３８】
　然る後、Ｕｂ＜４か否かが、ステップ８２０において判定される。なお、Ｕｂは、第２
始動入賞口装置４０の始動入賞口への遊技球の入賞に伴い第２入賞数を表す。また、ステ
ップ８１０では、第２始動入賞口装置４０の始動入賞口への遊技球の入賞がなければ、Ｎ
Ｏと判定される。なお、上述した第２入賞数は、第２特別図柄変動保留数に対応する。
【０２３９】
　現段階では、Ｕｂ＝０であるとすれば、ステップ８２０においてＹＥＳと判定されて、
次のステップ８２１において、第２入賞数Ｕｂが次の式（２）に基づき算出される。
【０２４０】
　　　　　　　　　　　　Ｕｂ＝Ｕｂ＋１・・・（２）
　ここで、上述のごとく、Ｕｂ＝０であることから、第２入賞数Ｕｂは、式（２）に基づ
き、Ｕｂ＝１と算出更新される。なお、詳細には、現段階において、第１或いは第２の特
別図柄変動中であることを前提として、Ｕｂ＝１と算出更新される。
【０２４１】
　ついで、ステップ８２２において、第２入賞データの出力データとしてのセット処理が
なされる。これに伴い、ステップ８２１における第２入賞数Ｕｂを表す第２入賞データが
出力データとしてセットされる。
【０２４２】
　然る後、上述のように遊技領域１１内に順次案内される遊技球が、さらに、第２始動入
賞口装置４０の始動入賞口に順次入賞すると、これら各遊技球の入賞が、順次、第２始動
入賞口センサＳ２により検出される。これに伴い、第２始動入賞口センサＳ２が、順次、
第２始動入賞口検出信号を発生する。
【０２４３】
　従って、その後、上記第１主タイマー割り込みプログラムが第２始動入賞口処理ルーチ
ン８００に進む毎に、ステップ８１０においてＹＥＳと判定され、ステップ８２０におい
てＹＥＳと判定され、ステップ８２１において、式（２）に基づき第２入賞数Ｕｂの加算
更新処理がなされ、ステップ８２２において、ステップ８２１における各更新データが、
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出力データとして順次セットされる。このような状態において、ステップ８２１における
最新の第２入賞数Ｕｂに基づき、Ｕｂ≧４が成立すると、その後のステップ８２０におい
て、ＮＯと判定される。
【０２４４】
　上述のような第２始動入賞口処理ルーチン８００の終了に伴い、上記第１主タイマー割
り込みプログラムは、ゲート処理ルーチン９００（図２７及び図３１参照）に進む。この
ゲート処理ルーチン９００の処理は、普通図柄の抽選の機会を形成するために、次のよう
になされる。
【０２４５】
　当該ゲート処理ルーチン９００では、ステップ９１０においてスルーゲートの通過か否
かが判定される。現段階において、上述のごとく案内された遊技球がスルーゲート５０を
通過すると、当該通過遊技球がゲートセンサＳ３により検出される。これにより、当該ゲ
ートセンサＳ３が、ゲート通過検出信号を発生する。従って、ステップ９１０において、
ゲートセンサＳ３からのゲート通過検出信号に基づき、ＹＥＳと判定される。
【０２４６】
　ついで、ステップ９２０において、Ｇ＜４か否かが判定される。ここで、Ｇ＜４におい
て、Ｇは、遊技球のスルーゲート５０に対する通過数（ゲート通過数）を表す。現段階に
おいて、Ｇ＝０であれば、ステップ９２０においてＹＥＳと判定される。これに伴い、次
のステップ９２１において、次の式（３）に基づきＧ＝１と加算更新される。なお、上述
したゲート通過数Ｇは、普通図柄変動保留数に対応する。
【０２４７】
　　　　　　　　　　　　Ｇ＝Ｇ＋１・・・・（３）
　なお、このとき、現段階において、普通図柄変動中であることを前提に、Ｇ＝１と加算
更新される。なお、普通図柄変動の保留が、ゲート通過数Ｇに基づきなされることから、
ゲート通過数Ｇは、普通図柄変動保留数に対応する。
【０２４８】
　ステップ９２１における処理後、ステップ９２２において、第２入賞データの出力デー
タとしてのセット処理がなされる。ここでは、ステップ９２１における更新データが出力
データとしてセットされる。
【０２４９】
　然る後、上述のように遊技領域１１内に順次案内される遊技球が、さらに、スルーゲー
ト５０を順次通過すると、これら通過遊技球が、順次、ゲートセンサＳ３により検出され
る。これに伴い、当該ゲートセンサＳ３が、順次、ゲート通過検出信号を発生する。
【０２５０】
　従って、その後、上記第１主タイマー割り込みプログラムがゲート処理ルーチン９００
に進む毎に、ゲートセンサＳ３から順次生ずるゲート通過検出信号に基づき、ステップ９
１０においてＹＥＳと判定され、ステップ９２０にてＹＥＳと判定され、ステップ９２１
において式（３）に基づきゲート通過数Ｇの加算更新がなされ、ステップ９２２において
、ステップ９２１における各更新データが各出力データとして順次セットされる。このよ
うな状態において、ステップ９２１における最新のゲート通過数Ｇに基づき、Ｇ≧４が成
立すると、その後のステップ９２０において、ＮＯと判定される。
（４）賞球処理
　然る後、上記第１主タイマー割り込みプログラムが次の賞球処理ルーチン１０００（図
２７参照）に進むと、この賞球処理ルーチン１４０の始動入賞口への入賞数に応じた賞球
コマンド或いは遊技球のスルーゲート５０に対するゲート通過数に応じたコマンドが設定
される。
（５）特別図柄処理
　ついで、上記第１主タイマー割り込みプログラムが特別図柄処理ルーチン１１００（図
２７及び図３２参照）に進むと、ステップ１１１０（図３２参照）において、大当たり遊
技中か否かが判定される。現段階において、現遊技状態が大当たり当選後の大入賞口開放
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遊技状態にあれば、大当たり遊技中であることから、ステップ１１１０においてＹＥＳと
判定される。このため、特別図柄処理ルーチン１１００は、新たな特別図柄変動の表示を
開始することなく、エンドステップに進む。
【０２５１】
　一方、現段階において、ステップ１１１０の判定がＮＯとなる場合には、次のステップ
１１２０において特別図柄変動中か否かが判定される。現段階において、ステップ１１８
０における変動開始処理がなされていなければ、特別図柄変動中でないことから、ステッ
プ１１２０における判定はＮＯとなり、ステップ１１３０において、Ｕａ≧１か否かが判
定される。
【０２５２】
　ここで、第１始動入賞口処理ルーチン７００のステップ７２１（図２９参照）における
最新の第１入賞数Ｕａが、Ｕａ＝０であれば、ステップ１１３０にてＮＯと判定される。
一方、上述した最新の第１入賞数ＵａがＵａ＝０でなければ、ステップ１１３０において
ＹＥＳと判定される。
【０２５３】
　ついで、ステップ１１３１において、第１入賞数Ｕａが、次の式（４）に基づき、減算
更新される。
【０２５４】
　　　　　　　　　　Ｕａ＝Ｕａ－１・・・・（４）
　然る後、次のステップ１１４０において、Ｕb≧１か否かが判定される。現段階におい
て、Ｕb＝０であれば、ステップ１１４０における判定はＮＯとなる。即ち、現段階では
、遊技球が、現在の特別図柄変動中において、第２始動入賞口装置４０の始動入賞口に入
賞していないことから、特別図柄処理ルーチン１１００は、エンドステップに進む。
【０２５５】
　また、上述のように特別図柄処理ルーチン１１００がステップ１１４０に進んだとき、
最新の第２入賞数Ｕｂ（図３０のステップ８２１参照）が、Ｕｂ≧１であれば、当該ステ
ップ１１４０においてＹＥＳと判定される。これに伴い、次のステップ１１４１において
、第２入賞数Ｕｂが、次の式（５）に基づき、減算更新される。
【０２５６】
　　　　　　　　　　Ｕｂ＝Ｕｂ－１・・・・（５）
　上述のようにステップ１１４１の処理がなされると、特別図柄処理ルーチン１１００は
、大当たり判定処理サブルーチン１１５０（図３２参照）に進む。ここでは、第１或いは
第２の始動入賞口装置３０或いは４０の始動入賞口への遊技球の入賞に伴う大当たり抽選
の結果が、大当たりか否かが判定される。
【０２５７】
　すると、次の変動パターン選択処理サブルーチンステップ１１６０において、大当たり
用、リーチ用或いははずれ用の変動パターンが、少なくとも１つ選択されてセットされる
。
【０２５８】
　ここで、リーチ用変動パターンは、次の５種類のリーチ用変動パターンでもって構成さ
れている。
【０２５９】
　　　　Ａ．ノーマルリーチを表す変動パターン
　　　　Ｂ．ロングリーチを表す変動パターン
　　　　Ｃ．第１スペッシャルリーチを表す変動パターン
　　　　Ｄ．第２スペッシャルリーチを表す変動パターン
　　　　Ｅ．第３スペッシャルリーチを表す変動パターン
       
　従って、リーチ用変動パターンの選択は、上述の５種類の変動パターンＡ～Ｅから選択
される。なお、当該５種類の変動パターンＡ～Ｅは、主制御装置３００のＲＯＭ３３０に
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予め読み出し可能に記憶されている。
【０２６０】
　また、次の回転パターン選択処理サブルーチン１１６０ａにおいては、回転パターンの
選択処理がなされる。ここで、当該回転パターンは、回転体ＲＤの回転態様を表すもので
、当該回転パターンは、少なくとも１つ、次の２種類の第１及び第２の回転パターンから
選択される。なお、当該２種類の変動パターンＦ、Ｇは、主制御装置３００のＲＯＭ３３
０に予め読み出し可能に記憶されている。
【０２６１】
　　　　　Ｆ．回転体ＲＤの第１の回転態様を表す第１回転パターン
　　　　　Ｇ．回転体ＲＤの第２の回転態様を表す第２回転パターン
 
　このようにして回転パターン選択処理サブルーチン１１６０ａの処理が終了すると、次
のステップ１１７０（図３２参照）において、特別図柄変動開始コマンドセット処理がな
される。これに伴い、ステップ１１６０で選択済みの変動パターンに対する特別変動開始
コマンドがセットされる。
【０２６２】
　ついで、ステップ１１７０における変動開始処理において、主制御装置３００が、ＣＰ
Ｕ３１０により、ステップ１１６０で選択済みの変動パターンでもって特別図柄変動を表
示するように第１特別図柄表示器８０ｂ或いは第２特別図柄表示器８０ｃを駆動する。こ
のため、第１特別図柄表示器８０ｂ或いは第２特別図柄表示器８０ｃは、当該変動パター
ンによる特別図柄変動の表示を行う。
【０２６３】
　なお、第１始動入賞口装置３０の始動入賞口への遊技球の入賞を前提とする場合には、
第１特別図柄表示器８０ｂが特別図柄変動の表示を行い、第２始動入賞口装置４０の始動
入賞口への遊技球の入賞を前提とする場合には、第２特別図柄表示器８０ｃが特別図柄変
動の表示を行う。
【０２６４】
　ステップ１１８０の処理後、ステップ１１８０ａにおける変動時間計時開始処理におい
て、上記変動パターンの変動時間の計時が開始される。ここで、この変動時間の計時は、
主制御装置３００に内蔵の他のソフトタイマーにより行われる。
【０２６５】
　然る後、特別図柄処理ルーチン１１００が再びステップ１１２０に進んだとき、ＹＥＳ
と判定されると、次のステップ１１９０において、変動時間の終了か否かが判定される。
現段階において、ステップ１１８０ａで変動時間計時開始された変動時間が未だ所定の変
動時間に達していなければ、ステップ１１９０における判定はＮＯとなる。
【０２６６】
　このような状態において、特別図柄処理ルーチン１１００が、その後、少なくとも一回
、ステップ１１９０に進んだとき、ステップ１１８０ａで変動時間計時開始された変動時
間が上記所定の変動時間に達していれば、当該ステップ１１９０において、ＹＥＳと判定
される。すると、ステップ１１９０ａにおける図柄変動停止コマンドセット処理において
、図柄変動停止コマンドが、ステップ１１８０において開始された変動パターンの変動を
停止させるようにセットされる。ついで、ステップ１１００ｂにおける変動停止処理にお
いて、主制御装置３００が、ＣＰＵ３１０により、上述した第１特別図柄表示器８０ｂ或
いは第２特別図柄表示器８０ｃによる特別図柄変動の表示を停止させる。
【０２６７】
　ステップ１１９０ｂの処理後、ステップ１１９０ｃにおける変動時間のリセット処理に
おいて、上記所定の変動時間がリセットされて、特別図柄処理ルーチン１１００は、停止
中処理サブルーチン１１９０ｄに進む。この停止中処理サブルーチン１１９０ｄでは、当
たり或いは大当たりかの判定を行い、時短、確変その他の処理がなされる。
（６）普通図柄処理
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　上述のようにして特別図柄処理ルーチン１１００の処理が終了すると、上記第１主タイ
マー割り込みプログラムは、普通図柄処理ルーチン１２００（図２７及び図３３参照）に
進む。すると、ステップ１２１０（図３３参照）において、普通図柄変動中か否かが判定
される。現段階の遊技状態が、普通図柄変動中でなければ、ステップ１２１０におけるＮ
Ｏとの判定後、ステップ１２２０において、Ｇ≧１か否かにつき判定される。ここで、ゲ
ート処理ルーチン９００（図３１参照）のステップ９２１における最新のゲート通過数Ｇ
がＧ＝０であれば、ステップ１２２０における判定はＮＯとなる。これに伴い、普通図柄
の抽選開始のための入賞がないということから、普通図柄処理ルーチン１２００は、エン
ドステップに進む。なお、ゲート通過数Ｇは、普通図柄変動保留数に対応する。
【０２６８】
　一方、ステップ１２００において、Ｇ≧１が成立すれば、ＹＥＳと判定された後、ステ
ップ１２２１において、次の式（６）に基づき、ゲート通過数Ｇが「１」だけ減算更新さ
れる。
【０２６９】
　　　　　　　　　　Ｇ＝Ｇ－１・・・・（６）
　ついで、ステップ１２３０において当たりか否かにつき判定される。即ち、現段階にお
いて、遊技球のスルーゲート５０の通過に伴う普通図柄の当たり抽選結果が当たりであれ
ば、ステップ１２３０における判定はＹＥＳとなり、次のステップ１２３１における当た
り図柄セット処理において、当たり図柄がセットされる。また、ステップ１２３０におけ
る判定がＮＯとなる場合には、ステップ１２３２におけるハズレ図柄セット処理において
、ハズレ図柄がセットされる。
【０２７０】
　ステップ１２３１或いは１２３２における処理後、ステップ１２４０において、確変又
は時短の遊技状態か否かにつき判定される。現段階の遊技状態が、確変及び時短のうちの
いずれかの遊技状態であれば、ステップ１２４０においてＹＥＳと判定された後、ステッ
プ１２４１において、変動時間が３（秒）にセットされる。一方、ステップ１２４０にお
ける判定がＮＯとなるときには、現段階の遊技状態が通常遊技状態或いは潜伏確変遊技状
態であることから、ステップ１２４２において、変動時間が２９（秒）とセットされる。
【０２７１】
　このようにして、ステップ１２４１或いはステップ１２４２の処理がなされた後は、ス
テップ１２５０における変動開始処理において、普通図柄表示器８０ａにより、ステップ
１２３１にてセット済みの当たり図柄或いはステップ１２３２にてセット済みのハズレ図
柄の変動の表示が開始される。これに伴い、ステップ１２６０における変動時間計時開始
処理において、主制御装置３００に内蔵の他のソフトタイマーがリセットされて計時を開
始する。
【０２７２】
　また、ステップ１２５０の処理に伴い、ステップ１２５０ａにおいて、普通図柄変動開
始コマンドがセットされる。
【０２７３】
　然る後、普通図柄処理ルーチン１２００が再びステップ１２１０に進むと、ステップ１
２５０において既に変動開始済みであることから、当該ステップ１２１０においてＹＥＳ
と判定される。すると、ステップ１２７０において変動時間終了か否かが判定される。こ
こで、ステップ１２６０において計時開始済みの上記ソフトタイマーの計時時間が、上記
変動時間（ステップ１２４１或いはステップ１２４２におけるセット時間）に達していな
ければ、ステップ１２７０における判定はＮＯとなる。
【０２７４】
　このような状態において、普通図柄処理ルーチン１２００が、その後、少なくとも１回
以上、ステップ１２７０に進んだとき、ステップ１２６０において計時開始済みの上記ソ
フトタイマーの計時時間が上記所定の変動時間に達していれば、ステップ１２７０におい
てＹＥＳと判定される。これに伴い、ステップ１２７１における変動停止処理において、
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ステップ１２５０において開始した当たり図柄変動或いはハズレ図柄の変動の表示が普通
図柄表示器８０ａにおいて停止される。なお、ステップ１２７２において、上記変動時間
（ステップ１２４１或いはステップ１２４２におけるセット時間）のリセットがなされる
。
（７）大入賞口処理
　以上のようにして普通図柄処理ルーチン１２００の処理が終了すると、上記第１主タイ
マー割り込みプログラムは、大入賞口ルーチン１３００（図２７参照）に進む。当該大入
賞口処理ルーチン１３００においては、１５ラウンドの１回目のラウンドから１５回目の
ラウンドにかけて、大入賞口開放処理が繰り返しなされる。これに伴い、大入賞口装置７
０が、その大入賞口を、大当たり開放パターンに基づき繰り返し開放する。これにより、
上述のように遊技領域１１内に順次案内される遊技球が、大入賞口装置７０の大入賞口に
繰り返し入賞し易くなり、その結果、遊技者は、多くの賞球の獲得を期待できる。
（８）電チュー処理
　以上のようにして大入賞口処理ルーチン１３００の処理が終了すると、上記第１主タイ
マー割り込みプログラムは、次の電チュー処理ルーチン１４００（図２７参照）に進む。
当該電チュー処理ルーチン１４００においては、現段階の遊技状態が確変或いは時短の遊
技状態であれば、第２始動入賞口装置４０の始動入賞口の開放時間が３．５（秒）にセッ
トされ、一方、現段階の遊技状態が、確変或いは時短の遊技状態ではなく、通常遊技状態
或いは潜伏確変遊技状態であれば、第２始動入賞口装置４０の始動入賞口の開放時間が０
．２（秒）にセットされる。
【０２７５】
　これに伴い、第２始動入賞口装置４０が、主制御装置３００のＣＰＵ３１０による制御
のもとに、３．５（秒）或いは０．２（秒）の間、電チューアクチュエータ４１により駆
動される。このため、第２始動入賞口装置４０が、その始動入賞口を開放する。これによ
り、遊技者は、第２始動入賞口装置４０の始動入賞口への遊技球の入賞の増加を期待し得
る。
（９）出力処理
　上述のように電チュー処理ルーチン１４００の処理が終了すると、上記第１主タイマー
割り込みプログラムは、出力処理ルーチン１５００（図２７参照）に進む。この出力処理
ルーチン１５００においては、第１始動入賞口ルーチン７００～電チュー処理ルーチン１
４００の各処理においてなされた第１及び第２の始動入賞口センサＳ１、Ｓ２の各検出出
力、普通入賞口センサＳ４の検出出力その他の種々の処理データが、出力データとして副
制御装置５００の払い出し制御部４００ａ及びシステム制御部５００ｂに対し出力される
。
２．副制御装置側遊技作動モード
　以上のような主制御装置側遊技作動モードの処理にあわせて、副制御装置５００におい
ては、払い出し制御部４００ａが払い出し遊技作動モードにおかれるとともに、システム
制御部５００ｂが、画像制御部５００ｃ及びランプ制御部５００ｄとともに、演出遊技作
動モードにおかれる。
【０２７６】
　以上のような遊技過程において、遊技者が、当該パチンコ遊技機の前扉Ｄのうち第１始
動入賞口装置３０の上側近傍に対する対応部位に磁石を当てて、遊技盤１０の盤面に沿い
第１始動入賞口装置３０の上側近傍へ転動する遊技球を、当該磁石の磁力により、当該第
１始動入賞口装置３０の始動入賞口内に入賞するように誘導するように磁石を操作すると
いう不正行為を行うと、磁石センサＳ１０が当該磁石の磁力を検出して磁石検出信号を発
生し主制御装置３００に出力する。
【０２７７】
　このため、第２主タイマー割り込み制御プログラムが図２８のステップ１６００に進ん
だとき、当該ステップ１６００において、磁石センサＳ１からの磁石検出信号に基づき、
磁石の使用であるとして、ＹＥＳと判定される。
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【０２７８】
　また、磁石による不正行為がないことで、ステップ１６００においてＮＯと判定される
と、次のステップ１６１０において、振動発生か否かが判定される。
【０２７９】
　ここで、遊技者が遊技盤１１の盤面における遊技球の転動を変えるために当該パチンコ
遊技機の遊技機本体Ｂや前扉Ｄを叩くことで、当該パチンコ遊技機において振動が発生す
ると、当該振動が、振動センサＳ１１により検出されて、振動検出信号として主制御装置
３００に出力される。
【０２８０】
　このため、ステップ１６１０において、振動センサＳ１１からの振動検出信号に基づき
、振動発生として、ＹＥＳと判定される。
【０２８１】
　すると、ステップ１６２０におけるエラー判定処理がなされる。このエラー判定処理に
おいては、ステップ１６００におけるＹＥＳとの判定結果或いはステップ１６１０におけ
るＹＥＳとの判定結果に基づき、磁石使用による不正行為或いは振動発生による不正行為
が、エラーとして判定される。
【０２８２】
　一方、主制御プログラムが、上述のようにステップ６２０にてＮＯとの判定を繰り返し
ている間において、ステップ１６２０において上述のようにエラー判定処理がされると、
当該エラー判定処理に基づき、主制御プログラムのステップ６２０において、エラーあり
として、ＹＥＳと判定される。
【０２８３】
　これに伴い、次のステップ６２１において、エラー信号出力処理がされる。当該エラー
信号出力処理においては、ステップ１６２０におけるエラー判定処理の結果、即ち、磁石
による不正行為或いは振動発生による不正行為がエラーを表すエラー信号として、主制御
装置３００のＣＰＵ３１０により、出力ポート３６０ｄを介し外部端子盤４００に出力さ
れる。
【０２８４】
　すると、当該エラー信号は、半導体スイッチング回路４１０の第１０半導体スイッチン
グ回路部により外部端子板４２０のコネクターＮ１０を通しホールコンピュータＨＣに出
力される。これにより、当該パチンコ遊技機において不正行為があることが、ホールコン
ピュータＨＣに対しエラー情報として提供され得る。
【０２８５】
　ここで、エラー信号が、上述したＲＡＭクリア信号と同様に、外部端子板４２０のコネ
クターＮ１０を通しホールコンピュータＨＣに出力される。従って、外部端子板４２０に
おいて、エラー信号をホールコンピュータＨＣに出力するコネクターを、ＲＡＭクリア信
号をホールコンピュータＨＣに出力するコネクターＮ１０に対し、別途、設ける必要がな
く、外部端子板４２０において、ＲＡＭクリア信号をホールコンピュータＨＣに出力する
コネクターを、エラー信号をホールコンピュータＨＣに出力するコネクターとして兼用す
ることで、外部端子板４２０において余分なコネクターを設ける必要がなく、当該外部端
子板４２０の構成をより一層簡単にすることができる。
２．副制御装置側遊技作動モード
　上述のような主制御装置側遊技作動に対応して、副制御装置側遊技作動がなされる。以
下、払い出し処理、演出制御処理及び副タイマー割り込み処理に分けて説明する。
（１）払い出し処理
　上述のように副制御装置５００の払い出し制御部５００ａが上記払い出し制御プログラ
ムの実行を開始した後において、各種出力データが上述のごとく主制御装置３００から出
力処理ルーチン１５００にて副制御装置５００に出力されると、当該各種出力データが払
い出しデータ（大入賞口センサＳ５の検出出力等）を含んでおれば、払い出し制御部５０
０ａが、当該払い出しデータを入力されて遊技球の払い出し処理を行い、払い出し出力を
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払い出しモータＭに出力する。このため、上記払い出し機構が、払い出しモータＭの駆動
のもとに、所定の払い出し条件に応じて、遊技球を払い出す。
（２）演出制御処理
　上述のように副制御装置５００のシステム制御部５００ｂが、図３４及び図３５のフロ
ーチャートに従い上記演出制御プログラムの実行を開始すると、ステップ２０００（図３
４参照）において、出力データの有無が判定される。
【０２８６】
　現段階において、当該出力データがシステム制御部５００ｂに出力されていれば、ステ
ップ２０００においてＹＥＳと判定される。なお、出力データのシステム制御部５００ｂ
への出力がなければ、ステップ２０００においてＮＯと判定され、演出制御プログラムは
リターンステップ（図３４参照）に進む。
【０２８７】
　上述のようにステップ２０００においてＹＥＳと判定されると、次のステップ２１００
において、特別図柄変動の開始か否かが判定される。ここで、図３２のステップ１１７０
において特別図柄変動開始コマンドがセットされていれば、当該特別図柄変動開始コマン
ドは、出力処理ルーチン１５００において主制御装置３００からシステム制御部５００ｂ
に出力されている。このため、ステップ２１００において、当該特別図柄変動開始コマン
ドに基づきＹＥＳと判定される。換言すれば、主制御装置３００において特別図柄変動が
開始されている（図３２のステップ１１８０参照）。
【０２８８】
　このような特別図柄変動の開始に対応して、ステップ２１１０において装飾図柄変動処
理がなされる。当該装飾図柄変動処理においては、例えば、図４１に示すような装飾図柄
変動がなされる。当該装飾図柄の変動開始がなされると、演出表示装置８０は、左図柄、
中図柄及び右図柄の変動を時間の経過に伴い表示する。
【０２８９】
　例えば、演出表示装置８０による変動表示中において、上記変動開始後、左図柄（例え
ば、「２」）が、図４１にて示すごとく、停止した後、右図柄（例えば、「２」）が停止
すると、この右図柄の停止段階では、リーチが成立する。当該リーチが、例えば、ノルマ
ルリーチであれば、当該ノルマルリーチ用変動パターンが、図２８の変動パターン選択処
理サブルーチン１１６０で選択されていることを前提に、演出表示装置８０は、当該ノル
マルリーチ用変動パターンに基づきノルマルリーチを表す演出態様で演出表示を行う。こ
れにより、遊技者は、大当たりの可能性を認識し得る。
【０２９０】
　また、右図柄が上述のように停止した後、図４１にて示すごとく、第１スペッシャルリ
ーチが到来すれば、当該第１スペッシャルリーチ用変動パターンが、図２８の変動パター
ン選択処理サブルーチン１１６０で選択されていることを前提に、演出表示装置８０は、
当該第１スペッシャルリーチ用変動パターンに基づき第１スペッシャルリーチを表す特別
の演出態様で演出表示を行う。これにより、遊技者は、大当たりの可能性をより一層強く
認識し得る。
【０２９１】
　然る後、図４１にて示すごとく、中図柄が停止する。ここで、停止した中図柄が、例え
ば、「２」であれば、左図側、中図柄及び右図柄が、共に、数字「２」であることから、
当該特別図柄変動の原因である大当たり抽選の結果は、大当たりである。
【０２９２】
　また、停止した中図柄が、例えば、「３」であれば、左図柄及び右図柄とは異なること
から、当該特別図柄変動の原因である大当たり抽選の結果は、外れである。
【０２９３】
　然る後、特別図柄変動が終了すると、ステップ２１２０においてＹＥＳと判定される、
これに伴い、ステップ２１２０における装飾図柄変動終了処理において、装飾図柄変動が
終了する（図４１参照）。
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【０２９４】
　すると、次のステップ２１２２において、チャンス到来による操作ボタン押動指令処理
がなされる。これに伴い、操作ボタン１４０ｃの押動か否かが判定される。ここで、操作
ボタン１４０ｃが押動されていなければ、ステップ２１２２において、ＮＯと判定されて
、ステップ２１４０において所定時間経過か否かが判定される。なお、当該所定時間は、
遊技者による操作ボタン１４０ｃの押動に要する時間をいう。
【０２９５】
　当該所定時間が経過していないために、ステップ２１２４にてＮＯと判定されると、ス
テップ２１２３における判定が再びなされる。ここで、遊技者が操作ボタン１４０ｃを押
動していれば、支持部材１４０ｂが操作ボタン１４０ｃとともに、左右前側コイルスプリ
ング１４０ｄ及び左右後側コイルスプリング１４０ｅに抗して下方へ変位する。
【０２９６】
　現段階では、演出ボタンセンサ１４０ｆにおいてセンサ本体１４７の受光素子１４７ｃ
が発光素子１４７ｂからの光を受光している状態にある。従って、上述のように支持部材
１４０ｂが下方へ変位すると、演出ボタンセンサ１４０ｆの遮光体１４８が下方へ変位し
て、板状遮光片１４８ｂにて、発光素子１４７ｂと受光素子１４７ｃとの間に進入して、
発光素子１４７ｂからの光の受光素子１４７ｃによる受光を遮断する。これにより、演出
ボタンセンサ１４０ｆは、操作ボタン１４０ｃの押動を表す検出信号を発生してシステム
制御部５００ｂに出力する。
【０２９７】
　これに伴い、ステップ２１２３において、操作ボタン１４０ｃの押動ありとして、ＹＥ
Ｓと判定される。一方、上記所定時間が、ステップ２１２３にてＹＥＳとの判定になる前
に経過すると、ステップ２１２４においてＹＥＳと判定される。
【０２９８】
　上述のように、ステップ２１２３における判定がＹＥＳになると、次のステップ２１２
５において振動モータ駆動処理がなされる。これに伴い、振動モータ２００ｆがランプ制
御部５００ｄによる制御のもとに、偏心体２００ｇと共に回転する。
【０２９９】
　このとき、偏心体２００ｇが、振動モータ２００ｆの回転に伴い偏心しながら回転する
ことで、振動モータ２００ｆが、そのモータ本体２１４にて、偏心体２００ｇの偏心方向
に振動して、当該振動を可振板２００ｄに伝達する。
【０３００】
　ここで、可振板２００ｄが、上述したごとく、左右両側ねじ２３０ａ、２３０ｂでもっ
て、左右両側カバー２２０ａ、２２０ｂ、上下左側環状スペーサ２２０ｃ及び上下右側環
状スペーサ２２０ｄを介しボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに組み付けられて
いる。しかも、上下左側環状スペーサ２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄは、上
述のように、所定の厚さにて所定の弾力を有するゴム材料でもって形成されている。
【０３０１】
　このため、可振板２００ｄは、振動モータ２００ｆの振動に伴う上下左側環状スペーサ
２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄの伸縮に応じて、上下方向（可振板２００ｄ
の厚さ方向）に振動する。
【０３０２】
　また、振動モータ２００ｆは、そのモータ本体２１４にて、左右方向中心線Ｐよりも後
方において、可振板２００ｄに組み付けられている。このため、可振板２００ｄは、偏心
体２００ｇの偏心方向が可振板２００ｄの厚さ方向に近づくごとに、左右方向中心線Ｐ、
換言すれば、上下左側環状スペーサ２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄを基準に
シーソー的にも振動することとなる。
【０３０３】
　従って、可振板２００ｄが、その厚さ方向への振動やシーソー的振動を支持部材１４０
ｂを介し操作ボタン１４０ｃに伝達する。従って、当該操作ボタン１４０ｃは、可振板２
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２０ｄの振動態様に応じて振動することとなる。
【０３０４】
　これにより、遊技者がその手により操作ボタン１４０ｃに接触していれば、遊技者は、
その手を介し操作ボタン１４０ｃの振動を感知し得る。その結果、遊技者は、チャンス到
来と相まって、操作ボタン１４０ｃの振動に基き、リーチや大当たりの到来を期待し得る
。
【０３０５】
　ステップ２１２５の処理後或いはステップ２１２４におけるＹＥＳとの判定後、ステッ
プ２１３０（図３４参照）において、大当たりか否かが判定される。ここで、上述のごと
く中図柄の停止のもとに大当たりが成立していれば、ステップ２１３０においてＹＥＳと
判定される。すると、ステップ２１３０ａにおける大当たり設定処理において、大当たり
の成立と設定される。
【０３０６】
　これに伴い、ステップ２１３１において大当たり遊技表示演出処理がなされる。ここで
は、演出表示装置８０が、大当たりを表す表示演出態様にて演出表示する。
【０３０７】
　ついで、次のステップ２１３２において、大当たり光演出処理がなされる。これに伴い
、枠ランプＷが、大当たりを表す光演出態様にて光演出を行う。
【０３０８】
　さらに、ステップ２１３３において、大当たり音演出処理がなされる。これに伴い、両
スピーカＳＰが、大当たりを表す音演出態様でもって音演出を行う。
【０３０９】
　以上のように、演出表示装置８０による大当たり表示演出、枠ランプＷによる大当たり
光演出及び両スピーカＳＰによる大当たり音演出がなされることで、遊技者は、上述した
ノルマルリーチ及び第１スペッシャルリーチによる予告通り、大当たりになったことを強
く実感することができる。
【０３１０】
　一方、上述のように停止中図柄が、停止左図柄や停止右図柄と異なるために外れが成立
していれば、上述したステップ２１３０において、ＮＯと判定される。これに伴い、次の
ステップ２１４０（図３５参照）における外れ設定処理において、外れの成立と設定され
る。
【０３１１】
　すると、ステップ２１４１における外れ遊技表示演出処理において、演出表示装置８０
が、外れを表す表示演出態様にて演出表示を行う。これにより、遊技者は、上述したノル
マルリーチ及び第１スペッシャルリーチによる予告にもかかわらず、結果としては、外れ
になったことを認識することとなる。
【０３１２】
　しかして、ステップ２１４１における外れ遊技表示演出処理が終了すると、次のステッ
プ２１５０において客待ちコマンドありか否かが判定される。ここで、客待ちコマンドが
、主制御装置３００からシステム制御部５００ｂに出力されていなければ、当該ステップ
２１５０においてＮＯと判定される。
【０３１３】
　一方、客待ちコマンドが、主制御装置３００からシステム制御部５００ｂに出力されて
いれば、当該ステップ２１５０における判定はＹＥＳとなる。すると、次のステップ２１
６０において所定の客待ち時間の経過か否かが判定される。ここで、当該所定の客待ち時
間は、ステップ２１４１における外れ遊技表示演出処理の終了後の所定の時間をいう。
【０３１４】
　現段階では、上記所定の客待ち時間は未だ経過していないことから、当該ステップ２１
６０における判定はＮＯとなる。
【０３１５】



(41) JP 2017-121560 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

　両ステップ２１５０、２１６０の循環処理中において、客待ちコマンドが主制御装置３
００からシステム制御部５００ｂに出力されれば、ステップ２１５０における判定はＹＥ
Ｓとなる。
【０３１６】
　しかして、上記所定の客待ち時間の経過に基づきステップ２１６０においてＹＥＳと判
定されると、次のステップ２１６１における客待ちコマンドセット処理において、客待ち
コマンドがセットされる。これに伴い、ステップ２１６２において客待ちモード表示演出
処理がなされる。従って、演出表示装置８０が、大当たり表示演出態様に類似する表示演
出態様でもって、表示演出する。これにより、当該パチンコ遊技機における直前までの遊
技において、遊技球を多く獲得した状態にあったかのような印象が、新たな客に対し与え
られる。
【０３１７】
　ついで、ステップ２１７０において、客待ちモード表示演出終了か否かが判定される。
現段階において、客待ちモード表示演出が終了していなければ、ステップ２１７０におけ
る判定はＮＯとなる。
【０３１８】
　以後、両ステップ２１６２、２１７０を循環する処理中において、客待ちモード表示演
出が終了すると、ステップ２１７０においてＹＥＳと判定される。このことは、当該パチ
ンコ遊技機における客待ちが終了したことを意味する。
【０３１９】
　上述のようにステップ２１７０における判定がＹＥＳになると、次のステップ２１８０
において、遊技開始か否かにつき判定される。現段階において、当該パチンコ遊技機にお
いて新たな客が操作ハンドル１１０の回動操作をすると、上記球発射装置が、遊技球を案
内レール２０を介し遊技盤１０の遊技領域１１に向けて発射する。
【０３２０】
　当該遊技球の発射が、上記球発射装置に設けた発射センサ（図示しない）により検出さ
れると、当該検出結果が、遊技開始を表す遊技開始信号としての役割を果たし、ステップ
２１８０においてＹＥＳと判定される。
【０３２１】
　一方、上述のような発射センサによる検出がなくステップ２１８０においてＮＯと判定
される場合には、所定の客待ち時間の経過後客待ちモード表示演出終了にもかかわらず、
新たな客がなく遊技開始にならないことから、ステップ２１８０において、ＮＯと判定さ
れる。
【０３２２】
　これに伴い、次のステップ２１８１において、客待ちモード光演出処理がなされる。
【０３２３】
　この客待ちモード光演出処理においては、枠ランプＷ及び操作ハンドル１１０の電飾体
１１３の複数の発光ダイオードが、システム制御部５００ｂによる制御のもとランプ制御
部５００ｄにより制御されて、大当たりが成立したときに当該大当たりを光により表す光
演出態様に類似する客寄せ光演出態様でもって、光演出を行う。これにより、新たな客が
当該パチンコ遊技機の前扉Ｄを見たとき、当該新たな客は、枠ランプＷ及び操作ハンドル
１１０の電飾体１１３が、上述した客寄せ光演出態様でもって、光演出を行っていること
を視認することとなる。
【０３２４】
　これにより、当該新たな客が、当該パチンコ遊技機が既に大当たりの成立により多くの
遊技球を獲得されているかのように錯覚を起こすことで、当該新たな客を当該パチンコ遊
技機による遊技に誘導することができる。
（３）副タイマー割り込み処理
　上述のごとく、副制御装置５００のシステム制御部５００ｂが、そのソフトタイマーか
らの副パルス信号の発生に伴い、図３６～図４０のフローチャートに従い、副タイマー割
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り込み制御プログラムの実行を開始すると、図３６のステップ３０００において、出力デ
ータありか否かが判定される。現段階において、当該出力データがシステム制御部５００
ｂに出力されていれば、ステップ３０００においてＹＥＳと判定される。なお、出力デー
タのシステム制御部５００ｂへの出力がなければ、ステップ３０００においてＮＯと判定
され、演出制御プログラムはエンドステップ（図４０参照）に進む。
【０３２５】
　上述のようにステップ３０００における判定がＹＥＳになると、次のステップ３１００
において、特別図柄変動に対応する装飾図柄変動か否かが判定される。ここで、ステップ
２１１０（図３４参照）の装飾図柄変動処理において装飾図柄変動が開始（図３７参照）
されていれば、ステップ３１００においてＹＥＳと判定される。
【０３２６】
　これに伴い、次のステップ３１１０において、第１ステップモータは初期回転位置か否
かが判定される。現段階において、第１初期回転位置センサＳ６が第１初期回転位置検出
信号を発生していなければ、第１ステップモータ１８０ａが初期回転位置にないことから
、ステップ３１１０においてＮＯと判定される。
【０３２７】
　すると、ステップ３１１１におけるエラー信号出力処理において、主制御装置３００が
、第１ステップモータ１８０ａが初期回転位置にないことをエラーコマンドとしてシステ
ム制御部５００ｂに出力する。これに伴い、演出表示装置８０が、システム制御部５００
ｂによる制御のもと、画像制御部５００ｃにより制御されて、第１ステップモータ１８０
ａが初期回転位置にないことをエラーとして表示する。
【０３２８】
　これにより、第１ステップモータ１８０ａが初期回転位置にないことが視認され得る。
【０３２９】
　ステップ３１１１の処理後、次のステップ３１１２において第１ステップモータの初期
回転位置への復帰処理がなされる。これに伴い、第１ステップモータ１８０ａは、システ
ム制御部５００ｂからの復帰制御コマンドに基づきランプ制御部５００ｄにより制御され
て初期回転位置（図５或いは図８参照）に向けて正転する。
【０３３０】
　然る後、第１初期回転位置センサＳ６が第１ステップモータ１８０ａの初期起点位置を
検出し第１初期回転位置検出信号を発生し主制御装置３００に出力すると、ステップ３１
１０においてＹＥＳと判定される。
【０３３１】
　ステップ３１１０におけるＹＥＳとの判定に伴い、ステップ３１２０において第２ステ
ップモータは初期回転位置か否かが判定される。現段階において、第２初期回転位置セン
サＳ８が第２初期回転位置検出信号を発生していなければ、第２ステップモータ２００ａ
が初期回転位置にないことから、ステップ３１２０においてＮＯと判定される。
【０３３２】
　すると、次のステップ３１２０ａにおけるエラー信号出力処理において、主制御装置３
００が、第２ステップモータ２００ａが初期回転位置にないことをエラーコマンドとして
システム制御部５００ｂに出力する。これに伴い、演出表示装置８０が、システム制御部
５００ｂによる制御のもと、画像制御部５００ｃにより制御されて、第２ステップモータ
２００ａが初期回転位置にないことをエラーとして表示する。
【０３３３】
　これにより、第２ステップモータ２００ａが初期回転位置にないことが視認され得る。
【０３３４】
　ステップ３１２０ａの処理後、次のステップ３１２１において第２ステップモータの初
期回転位置への復帰処理がなされる。これに伴い、第２ステップモータ２００ａは、シス
テム制御部５００ｂからの復帰制御コマンドに基づきランプ制御部５００ｄにより制御さ
れて初期回転位置（図５或いは図８参照）に向けて正転する。
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【０３３５】
　然る後、第２初期回転位置センサＳ８が第２ステップモータ２００ａの初期起点位置を
検出し第２初期回転位置検出信号を発生し主制御装置３００に出力すると、ステップ３１
２０においてＹＥＳと判定される。
【０３３６】
　このように判定されると、次のステップ３１２２における第１及び第２のステップモー
タが共に初期回転位置にあるとの決定処理において、第１ステップモータ１８０ａ及び第
２ステップモータ２００ａが共に初期回転位置にあると決定される。
【０３３７】
　このような決定に伴い、Ｌ字状基体ＢＤ及び回転体ＲＤは、筐体１３０及びボタン１４
０に対し図５或いは図８にて示す回転位置にある。
【０３３８】
　ステップ３１２２の処理後、ステップ３１３０において左図柄停止か否かが判定される
。現段階において、ステップ２１１０（図３４参照）の装飾図柄変動処理における装飾図
柄変動の開始後、演出表示装置８０は、上述のごとく、左図柄、中図柄及び右図柄の変動
を時間の経過に伴い表示する。
【０３３９】
　このような状態において、左図柄の停止（図４１参照）が成立すれば、演出表示装置８
０は、左図柄の停止を表示する。これに伴い、次のステップ３１３１における第１ステッ
プモータ低速正転処理において、第１ステップモータ１８０ａが、システム制御部５００
ｂからの低速正転コマンドに基づきランプ制御部５００ｄにより制御されて、正転し始め
て低速正転を維持する（図４１参照）。これにより、回転体ＲＤが低速正転する。
【０３４０】
　然る後、ステップ３１４０において右図柄停止前か否かが判定される。現段階において
、ステップ２１１０（図３４参照）の装飾図柄変動処理における装飾図柄変動における左
図柄停止後、右図柄停止（図４１参照）が成立する前であれば、ステップ３４１０におけ
る判定はＹＥＳとなる。これに伴い、ステップ３１４１における第１ステップモータ停止
処理において、第１ステップモータ１８０ａが、システム制御部５００ｂからの停止コマ
ンドに基づき、ランプ制御部５００ｄにより制御されて停止する。これにより、回転体Ｒ
Ｄが停止する。
【０３４１】
　このような回転体ＲＤの停止状態において、当該回転体ＲＤの第１演出壁１６０ａの各
演出態様のうち、例えば、リーチの演出態様◎が、前側斜め上方に位置すれば、遊技者は
、リーチの予告を認識して、大当たりの成立を期待する。
【０３４２】
　ステップ３１４１の処理後、ステップ３１４１ａにおいて電飾演出処理がなされる。こ
こでは、電飾体１９０の電飾盤１９０ｅが、その複数の発光ダイオードにて、システム制
御部５００ｂによる制御のもと、ランプ制御５００ｄにより駆動制御されて、演出発光態
様にて第１演出壁１６０ａを通して発光演出を行う。これにより、遊技者は、上述した回
転体ＲＤの第１演出壁１６０ａの表示演出態様及び電飾盤１９０ｅによる発光演出態様で
もって、上述のように大当たりの成立を期待し得る。
【０３４３】
　ステップ３１４１ａの処理後、ステップ３１５０（図３７参照）において右図柄停止か
否かが判定される。現段階において、ステップ２１１０（図３４参照）の装飾図柄変動処
理における装飾図柄変動における右図柄停止（図４１参照）が成立すれば、ステップ３１
５０においてＹＥＳと判定される。装飾図柄変動処理においては、右図柄停止でもって、
ノルマルリーチが成立するので、演出表示装置８０は、上述のごとく、右図柄停止の表示
とともに、ノルマルリーチ用演出パターンでもって、演出表示する。このため、遊技者は
、上述の予告通り、大当たり成立を期待する。
【０３４４】
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　ステップ３１５０におけるＹＥＳとの判定に伴い、ステップ３１５１において、第１ス
テップモータ中速正転処理がなされる。ここでは、回転体ＲＤが、システム制御部５００
ｂからの中速正転コマンドに基づきランプ制御部５００ｄにより制御されて、正転し始め
て中速正転を維持する（図４１参照）。
【０３４５】
　然る後、図３８のステップ３１６０において、例えば、第１スペッシャルリーチ前か否
かが判定される。現段階において、ステップ２１１０（図３４参照）の装飾図柄変動処理
における装飾図柄変動における右図柄停止後、第１スペッシャルリーチ（図４１参照）が
成立する前であれば、当該ステップ３１６０における判定がＹＥＳとなる。
【０３４６】
　これに伴い、ステップ３１６１における第１ステップモータ停止処理において、回転体
ＲＤが、システム制御部５００ｂからの停止コマンドに基づきランプ制御部５００ｄによ
り制御されて、ステップモータ１８０ａの停止に伴い停止する（図４１参照）。このよう
な回転体ＲＤの停止状態において、当該回転体ＲＤの第１演出壁１６０ａの各演出態様の
うち、例えば、大当たりの演出態様Ｖが、前側斜め上方に位置すれば、遊技者は、大当た
りの予告を認識する。
【０３４７】
　ステップ３１６１の処理後、次のステップ３１６１ａにおいて電飾演出処理がなされる
。ここでは、電飾体１９０の電飾盤１９０ｅが、その複数の発光ダイオードにて、システ
ム制御部５００ｂによる制御のもと、ランプ制御５００ｄにより駆動制御されて、演出発
光態様にて第１演出壁１６０ａを通して発光演出を行う。これにより、遊技者は、上述し
た回転体ＲＤの第１演出壁１６０ａの表示演出態様及び電飾盤１９０ｅによる発光演出態
様でもって、上述のように大当たりの成立を期待し得る。
【０３４８】
　ステップ３１６０ａの処理後、ステップ３１７０において、第１スペッシャルリーチか
否かが判定される。現段階において、ステップ２１１０（図３４参照）の装飾図柄変動処
理における装飾図柄変動において第１スペッシャルリーチ（図４１参照）が成立すれば、
ステップ３１７０における判定はＹＥＳとなる。装飾図柄変動処理においては、上述した
ごとく、第１スペッシャルリーチの成立でもって、演出表示装置８０が、スペッシャルリ
ーチ用演出パターンでもって演出表示する。これにより、遊技者は、上述の予告通り、大
当たり成立を強く期待する。
【０３４９】
　上述のようにステップ３１７０においてＹＥＳと判定されると、次のステップ３１７１
において、第２ステップモータ正転処理がなされる。これに伴い、Ｌ字状基体ＢＤが、回
転体ＲＤと共に、システム制御部５００ｂからの正転コマンドに基づきランプ制御部５０
０ｄにより制御されて正転する。
【０３５０】
　ステップ３１７１の処理に伴い、ステップ３１８０において直角回転位置か否かが判定
される。現段階では、ステップ３１７１における処理直後であるため、Ｌ字状基体ＢＤは
、直角回転位置（初期回転位置から９０度回転した位置）には達していない。このため、
ステップ３１８０において、ＮＯと判定される。
【０３５１】
　しかして、両ステップ３１７１、３１８０の循環処理中において、第２直角回転位置セ
ンサＳ９が、Ｌ字状基体ＢＤが直角回転位置に達したことを検出し第２直角回転位置検出
信号を主制御装置３００に出力すれば、システム制御部５０ｂが、主制御装置３００から
の第２直角回転位置検出信号に基づき、ステップ３１８０においてＹＥＳと判定する。こ
れに伴い、ステップ３１８１における第２ステップモータ停止処理において、Ｌ字状基体
ＢＤが、回転体ＲＤと共に、システム制御部５００ｂからの停止コマンドに基づきランプ
制御部５００ｄにより制御されて、第２ステップモータ２００ａの停止に伴い停止する。
【０３５２】
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　このようにＬ字状基体ＢＤが、回転体ＲＤと共に、初期回転位置から直角回転位置に達
すると、ステップ３１８２において第１ステップモータ高速回転処理がなされる。これに
伴い、第１ステップモータ１８０ａが、システム制御部５００ｂからの高速正転コマンド
に基づきランプ制御部５００ｄにより制御されて高速正転する。このため、回転体ＲＤが
回転し始め高速正転を維持する。
【０３５３】
　このような高速正転のもとに、次のステップ３１９０において、中図柄停止前か否かが
判定される。現段階において、ステップ２１１０（図３４参照）の装飾図柄変動処理にお
ける装飾図柄変動における中図柄停止（図４１参照）が成立する前であれば、ステップ３
１９０における判定はＹＥＳとなる。これに伴い、次のステップ３１９１において第１ス
テップモータ停止処理がなされる。このため、第１ステップモータ１８０ａがシステム制
御部５００ｂからの停止コマンドに基づきランプ制御部５００ｄにより制御されて停止す
る。これにより、回転体ＲＤが停止する。
【０３５４】
　このような回転体ＲＤの停止状態において、当該回転体ＲＤの第２演出壁１６０ｂの各
演出態様のうち、例えば、大当たりの演出態様◎が、前側斜め上方に位置（針１７０ｂの
先端部参照）すれば、遊技者は、大当たりの予告を認識して、大当たりの成立を強く期待
する。
【０３５５】
　ステップ３１９１の処理後、次のステップ３１９１ａにおいて電飾演出処理がなされる
。ここでは、電飾体１９０の電飾盤１９０ｄが、その複数の発光ダイオードにて、システ
ム制御部５００ｂによる制御のもと、ランプ制御５００ｄにより駆動制御されて、演出発
光態様にて第２演出壁１６０ｂを通して発光演出を行う。これにより、遊技者は、上述し
た回転体ＲＤの第２演出壁１６０ｂの表示演出態様及び電飾盤１９０ｄによる発光演出態
様でもって、上述のように大当たりの成立を期待し得る。
【０３５６】
　ステップ３１９１ａの処理後、ステップ３２００において、中図柄停止か否かが判定さ
れる。現段階において、ステップ２１１０（図３４参照）の装飾図柄変動処理における装
飾図柄変動における中図柄停止（図４１参照）が成立すれば、当該ステップ３２００にお
ける判定はＹＥＳとなる。
【０３５７】
　ついで、ステップ３２１０において、装飾図柄変動停止か否かが判定される。現段階に
おいて、ステップ２１１０（図３４参照）の装飾図柄変動処理における装飾図柄変動が図
４１にて示すごとく終了すれば、当該ステップ３２１０においてＹＥＳと判定される。こ
こで、装飾図柄変動停止は対応の特別図柄変動停止を前提とすることから、当該特別図柄
変動停止でもって、大当たり抽選の結果が明らかになる。
大当たりであれば、遊技者は上記予告通りであると認識する。また、外れであれば、遊技
者は上記予告に反して期待を裏切られることになる。
【０３５８】
　ステップ３２１０におけるＹＥＳとの判定後、ステップ３２１１における所定の客待ち
時間計時処理において、所定の客待ち時間の計時が開始される。ここで、当該所定の客待
ち時間は、大当たり抽選の結果の判明後当該パチンコ遊技機による遊技が終了した場合に
おいて、新たな客を待つ時間を表す。
【０３５９】
　ステップ３２１１において所定の客待ち時間の計時を開始した後、ステップ３２２０（
図４０参照）において、所定の客待ち時間経過か否かが判定される。現段階において、上
記所定の客待ち時間が経過していなければ、ステップ３２２０においてＮＯと判定される
。
【０３６０】
　両ステップ３２１１、３２２０の循環処理中において、所定の客待ち時間が経過すると
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、ステップ３２２０においてＹＥＳと判定される。これに伴い、ステップ３２４０におい
て客待ちモード演出終了か否かが判定される。現段階において、図３５のステップ２１７
０において客待ちモード表示演出終了でもってＹＥＳと判定されていれば、ステップ３２
４０における判定はＹＥＳとなる。
【０３６１】
　一方、図３５のステップ２１７０における判定がＮＯであれば、ステップ３２３０にお
いて、新たなコマンドありか否かが判定される。新たなコマンドが主制御装置３００から
システム制御部５００ｂに出力されていれば、当該ステップ３２３０における判定はＹＥ
Ｓとなる。このため、次のステップ３２３１における新たなコマンドセット処理において
、当該新たなコマンドがセットされる。
【０３６２】
　上述のようにステップ３２４０にてＹＥＳとの判定或いはステップ３２３１にて新たな
コマンドセット処理がなされると、ステップ３２５０において第１ステップモータの初期
回転位置への復帰処理がなされる。これに伴い、第１ステップモータ１８０ａが、システ
ム制御部５００ｂからの復帰コマンドに基づきランプ制御部５００ｄにより制御されて、
初期回転位置に復帰する。
【０３６３】
　また、ステップ２３５０の処理後、ステップ３２６０において、第２ステップモータの
初期回転位置への復帰処理がなされる。これに伴い、第２ステップモータ１８０ａが、シ
ステム制御部５００ｂからの復帰コマンドに基づきランプ制御部５００ｄにより制御され
て、初期回転位置に復帰する。
【０３６４】
　第１及び第２のステップモータ１８０ａ、１８０ｂの各初期回転位置への復帰により、
Ｌ字状基体ＢＤ及び回転体ＲＤが図５或いは図８にて示す状態に復帰する。
（第２実施形態）
　図４２は、本発明の第２実施形態の要部を示している。当該第２実施形態においては、
上記第１実施形態にて述べた演出ボタンセンサ１４０ｆは、上記第１実施形態とは異なり
、図４２にて示すごとく、支持板１４１の前後方向中央部（前側板部１４１ａの後側部位
）の下側に配設されている。
【０３６５】
　本第２実施形態では、遮光体１４８が支持板１４１の前側板部１４１ａの後側部位から
下方へ延出するように設けられており、センサ本体１４７が、ボタンベース１４０ａの傾
斜状上壁１４６ａのうち前側板部１４１ａの後側部位に対する対向部位にて、支持部材１
４０ｇの支持壁部１４９の左右方向中央部位から前方へ延出するように設けられている。
【０３６６】
　なお、本第２実施形態では、支持部材１４０ｇは、支持壁部１４９にて、ボタンベース
１４０ａの傾斜状上壁１４６ａのうち遮光体１４８に対する対向部位に形成してなる凹所
の底壁部（図４２参照）上に各ステイ（上記第１実施形態にて述べた各ステイ１４９ａに
相当）により支持されている。これにより、演出ボタンセンサ１４０ｆが、前側板部１４
１ａの後側部位の下側にて、上記第１実施形態と同様にその検出機能を果たすように、支
持部材１４０ｇにより支持されている。その他の構成は上記第１実施形態と同様である。
【０３６７】
　このように構成した本第２実施形態によれば、演出ボタンセンサ１４０ｆが、支持板１
４１の前後方向中央部前側板部１４１ａの後側部位）の下側に配設されているので、外乱
光がボタン式演出操作装置ＢＧにその前側から斜め下方に向けて入射しても、当該外乱光
は、反射板１７０ａによりその鏡面１７１にて反射される。このため、当該外乱光が、支
持板１４１の前後方向中央部の下側に位置する演出ボタンセンサ１４０ｆに入射すること
がない。
【０３６８】
　その結果、振動機構ＶＭの支持板１４１の後側部位の下側への配設を確保し得るのは勿
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論のこと、当該演出ボタンセンサ１４０ｆは、外乱光の入射に起因する誤検出を伴うこと
なく、常に、正常に検出作動を行うことができる。その他の作用効果は上記第１実施形態
と同様である。
（第３実施形態）
　図４３は、本発明の第３実施形態の要部を示している。当該第３実施形態においては、
上記第１実施形態にて述べた演出ボタンセンサ１４０ｆは、上記第１実施形態とは異なり
、図４３にて示すごとく、支持板１４１の後側板部１４１ｂの後側部位の左右方向中央部
の下側に配設されている。
【０３６９】
　ここで、本第３実施形態にいう演出ボタンセンサ１４０ｆにおいて、センサ本体１４７
は、その下壁１４７ａにて、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａの後側部位に形
成した縦断面Ｕ字状凹所１４６ｆ内にて支持部材１４０ｇにより支持されており、当該セ
ンサ本体１４７は、発光素子１４０ｂ及び受光素子１４７ｃにて、下壁１４７ａから上方
へ延出されている。なお、縦断面Ｕ字状凹所１４６ｆは、傾斜状上壁１４６ａの後側部位
に下方に向けて縦断面Ｕ字状に形成されている。また、本第３実施形態において、支持部
材１４０ｇは、縦断面Ｕ字状凹所１４６ｆ内にてその底壁部に支持されている。
【０３７０】
　また、本第３実施形態において、遮光体１４８は、板状遮光片１４８ｂにて、発光素子
１４７ｂと受光素子１４７ｃとの間に向けて延出するように、上壁１４８ａにて、後側板
部１４１ｂの後側部位から下方に向け延出されている。なお、上述のように演出ボタンセ
ンサ１４０ｆが支持板１４１の後側板部１４１ｂの後側部位に配設されるので、振動機構
ＶＭは、ボタンベース１４０ａ内において、演出ボタンセンサ１４０ｆよりも前側、左側
或いは右側に配設すればよい。その他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０３７１】
　このように構成した本第３実施形態によれば、演出ボタンセンサ１４０ｆが、支持板１
４１の後側板部１４１ｂの後側部位に配設されているので、外乱光がボタン式演出操作装
置ＢＧにその前側から斜め下方に向けて入射しても、当該外乱光は、反射板１７０ａによ
りその鏡面１７１にて反射される。
【０３７２】
　このため、当該外乱光が、支持板１４１の後側板部１４１ｂの後側部位の下側に位置す
る演出ボタンセンサ１４０ｆに入射することがない。その結果、当該演出ボタンセンサ１
４０ｆは、外乱光の入射に起因する誤検出を伴うことなく、常に、正常に検出作動を行う
ことができる。その他の作用効果は上記第１実施形態と同様である。
（第４実施形態）
　図４４は、本発明の第４実施形態の要部を示している。当該第４実施形態においては、
上記第１実施形態にて述べた可振板２００ｄの左中側貫通状長穴部２１２は、当該可振板
２００ｄの左前側貫通穴部２１０及び左後側貫通穴部２１１の各中心を結ぶ前後方向線上
において所定距離だけ左前側貫通穴部２１０側へずれた位置にて、可振板２００ｄに形成
されている。
【０３７３】
　ここで、上述のように所定距離だけ左前側貫通穴部２１０側へずれた位置にある左中側
貫通状長穴部２１２の中心と右中側貫通状長穴部２１２の中心とを結ぶ左右方向傾斜状中
心線Ｐ１（図４４参照）は、上記第１実施形態にて述べた左右方向中心線Ｐに対し、右中
側貫通状長穴部２１２の中心にて交差するように、傾斜状に位置する。
【０３７４】
　これに伴い、縦断面コ字状左側カバー２２０ａ及び上下左側環状スペーサ２２０ｃは、
上述のように位置ずれしてなる左中側貫通状長穴部２１２を介して、上記第１実施形態と
同様に、左側ねじ２３０ａでもって、ボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに組み
付けられている。その他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０３７５】
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　このように構成した本第４実施形態によれば、縦断面コ字状左側カバー２２０ａ及び上
下左側環状スペーサ２２０ｃが、縦断面コ字状右側カバー２２０ａ及び上下右側環状スペ
ーサ２２０ｃとともに、左右両側ねじ２３０ａ、２３０ｂを介し、上記第１実施形態にて
述べた左右方向中心線Ｐではなく、左右方向傾斜状中心線Ｐ１上にて、上記第１実施形態
と同様に可振板２００ｄを支持するように当該可振板２００ｄ及び傾斜状上壁１４０ａに
組み付けられている。
【０３７６】
　このため、可振板２００ｄは、その支持壁２００ｅを介し、振動モータ２００ｆの振動
を受けて、当該振動に応じた左右方向傾斜状中心線Ｐ１上に位置する上下左側環状スペー
サ２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄの伸縮作動のもとに振動し、当該振動を、
上下左側環状スペーサ２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄからボタンベース１４
０ａの傾斜状上壁１４６ａ、各両前後両側コイルスプリング１４０ｄ、１４０ｅ及び支持
部材１４０ｂの支持板１４１を介し操作ボタン１４０ｃに伝える。
【０３７７】
　ここで、可振板２００ｄは、左右方向傾斜状中心線Ｐ１上に位置する上下左側環状スペ
ーサ２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄを基準に振動モータ２００ｆの振動に応
じて、厚さ方向への振動やシーソー的振動をし、これに伴い、操作ボタン１４０ｃが、可
振板２００ｄの振動態様に応じて振動する。
【０３７８】
　これにより、遊技者がその手により操作ボタン１４０ｃに接触していれば、遊技者は、
その手を介し、可振板２００ｄの上述した振動態様に対応した操作ボタン１４０ｃの振動
を感知し得る。その結果、遊技者は、チャンス到来と相まって、操作ボタン１４０ｃの上
述した振動に基き、リーチや大当たりの到来を期待し得る。
（第５実施形態）
　図４５は、本発明の第５実施形態の要部を示している。当該第５実施形態においては、
可振板２００ｄが、上記第１実施形態にて述べた左側カバー２２０ａ及び上下左側環状ス
ペーサ２２０ｃ並びに右側カバー２２０ａ及び上下右側環状スペーサ２２０ｃに加えて、
縦断面コ字状前側カバー２２０ｅ及び上下前側環状スペーサ２２０ｆでもって、ボタンベ
ース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに組み付けられている。
【０３７９】
　本第５実施形態において、前側貫通状長穴部２１２は、可振板２００ｄの左右中側貫通
状長穴部２１２の各中心を結ぶ線を底辺とする二等辺三角形の頂点に位置するように、可
振板２００ｄに形成されている。本第５実施形態では、上記二等辺三角形の頂角をなす点
を、頂点といい、底角をなす点を底点という。なお、前側貫通状長穴部２１２は、左右中
側貫通状長穴部２１２の各々と同様の形状にて可振板２００ｄに形成されている。
【０３８０】
　前側カバー２２０ｅは、左右両側カバー２２０ａ、２２０ｂの各々と同様の構成にて形
成されており、また、上下前側環状スペーサ２２０ｆは、上下左右両側環状スペーサ２２
０ｃ、２２０ｄの各々と同様の構成にて形成されている。
【０３８１】
　上下前側環状スペーサ２２０ｆは、可振板２００ｄの前側貫通状長穴部２１２を挟持す
るように、当該前側貫通状長穴部２１２にその両面側から重畳的に配設されている。
【０３８２】
　前側カバー２２０ｅは、その環状壁部２２２から、上下前側環状スペーサ２２０ｆのう
ちの下前側環状スペーサ２２０ｆにその下方からかぶせられている。これに伴い、前側カ
バー２２０ｅは、その円板状壁部２２１にて、下前側環状スペーサ２２０ｅに下方から当
接する。
【０３８３】
　このように上下前側環状スペーサ２２０ｆが可振板２００ｄに配設された状態において
、前側ねじ２３０ｃが、前側カバー２２０ｅの円板状壁部２２１に形成してなる中央孔部
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、下前側環状スペーサ２２０ｆの中空部、可振板２００ｄの前側貫通状長穴部２１２及び
上前側環状スペーサ２２０ｆの中空部に挿通されてボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１
４６ａに締着される。
【０３８４】
　これにより、可振板２００ｄが、上記二等辺三角形の両底点及び頂点に位置する左右中
側貫通状長穴部２１２及び前側貫通状長穴部２１２の各中心を基準に振動可能となるよう
にボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに組み付けられる。なお、前側ねじ２３０
ｃの傾斜状上壁１４６ａに対する締着は、上記第１実施形態にて述べた左右両側ねじ２３
０ａ、２３０ｂの傾斜状上壁１４６ａに対する締着と同様に、各環状スペーサ２２０ｆが
、可振板２００ｄを振動可能にする程度の弾力性及び締着厚さを維持し得る程度の締着と
する。その他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０３８５】
　このように構成した本第５実施形態において、上記第１実施形態と同様に振動モータ２
００ｆが、そのモータ本体２１４にて、偏心体２００ｇの偏心に伴い振動すると、当該振
動は、モータ本体２１４を介し可振板２００ｄに伝わる。これに伴い、可振板２００ｄは
、振動モータ２００ｆの振動に伴い振動する。
【０３８６】
　ここで、本第５実施形態では、左側カバー２２０ａ及び上下左側環状スペーサ２２０ｃ
が、上記二等辺三角形の両底点の一方の底点に位置し、右側カバー２２０ａ及び上下右側
環状スペーサ２２０ｃが上記二等辺三角形の他方の底点に位置するとともに、前側カバー
２２０ｅ及び上下前側環状スペーサ２２０ｆが上記二等辺三角形の頂点に位置するように
、可振板２００ｄに組み付けられている。また、振動モータ２２０ｆが、そのモータ本体
２１４にて、上記第１実施形態にて述べたように、前後方向中心線Ｑ上にて、左右方向中
心線Ｐの後方に位置するように、可振板２００ｄに配設されている。
【０３８７】
　このため、可振板２００ｄは、上記二等辺三角形の頂点及び両底点に対応する各部位（
前側前側貫通状長穴部２１２及び左右中側貫通状長穴部２１２の各中心に対する対応部位
）にて、前側カバー２２０ｅ、上下前側環状スペーサ２２０ｆ及び前側ねじ２３０ｃの組
み合わせ、左側カバー２２０ａ、上下左側環状スペーサ２２０ｃ及び左側ねじ２３０ａの
組み合わせ、及び右側カバー２２０ｂ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄ及び右側ねじ２
３０ｂの組み合わせでもって、各スペーサ２２０ｆ、２２０ｃ及び２２０ｄの弾力のもと
に、保持された状態で、上下方向（可振板２００ｄの厚さ方向）に振動する。このとき、
可振板２００ｄのうち上述のように保持されていない部位、つまり、図４５にて上記二等
辺三角形の底辺よりも後側部位は、振動機構ＶＭの重量とも相まって、可振板２００ｄの
うち上記二等辺三角形の底辺の前側部位よりも、上下方向に大きく振動する。
【０３８８】
　すると、操作ボタン１４０ｃは、上述のような可振板２００ｄの振動態様に応じて振動
する。これにより、遊技者がその手により操作ボタン１４０ｃに接触していれば、遊技者
は、その手を介し操作ボタン１４０ｃの振動を感知し得る。その結果、遊技者は、チャン
ス到来と相まって、操作ボタン１４０ｃの振動に基き、リーチや大当たりの到来を期待し
得る。その他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０３８９】
  なお、本発明の実施にあたり、上記実施形態に限ることなく、次のような種々の変形例
が挙げられる。
（１）本発明の実施にあたり、回転体ＲＤの回転軸は、上記第１実施形態とは異なり、後
蓋壁１６０ｃから延出する回転軸１６１に加えて、前蓋壁１６０ｂから前方へ回転軸１６
１と同軸的に延出する回転軸を設け、当該回転軸を前蓋壁１６０ｂの中央部に回転自在に
支持するようにしてもよい。
（２）本発明の実施にあたり、回転体ＲＤは、上記第１実施形態とは異なり、遊技機本体
Ｂ或いは前扉Ｄに設けられていればよい。
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（３）本発明の実施にあたり、操作ボタン１４０ｃは、上記第１実施形態とは異なり、前
方から遊技者により視認される部位を少なくとも透明にして、当該部位を通して回転体Ｒ
Ｄ及び反射板１７０ａの鏡面１７１を視認し得るように形成してもよい。
（４）本発明の実施にあたり、演出操作装置Ｇは、上記第１実施形態とは異なり、球受け
皿１２０に設けるようにしてもよい。
（５）また、本発明の実施にあたり、主制御装置３００から外部端子盤４００を介しホー
ルコンピュータＨＣに出力されるエラー情報は、上記第１実施形態にて述べた磁石や振動
に基づくものに限ることなく、例えば、球貸し、満タン、球切れや遊技情報における異常
等を、エラー情報として、上記実施形態にて述べたクリア信号と同様に、外部端子盤４０
０のコネクターＮ１０を介しホールコンピュータＨＣに出力するようにしてもよい。
（６）また、本発明の実施にあたり、回転体ＲＤは、円筒状に限ることなく、例えば、中
空球状であってもよい。
（７）また、本発明の実施にあたり、上記第１実施形態にて述べた振動モータ２００ｆの
可振板２００ｄに対する配設位置は、必要に応じて適宜変更してもよい。
【０３９０】
　例えば、振動モータ２００ｆのモータ本体２１４が、前後方向中心線Ｑ（図７参照）の
中央から後方へ離れる程、可振板２００ｄの左右方向中心線Ｐ（図７参照）を基準とする
シーソー的振動は大きくなる。従って、操作ボタン１４０ｃの振動も大きくなる。逆に、
モータ本体２１４が、前後方向中心線Ｑの中央に近づく程、可振板２００ｄの左右方向中
心線Ｐ（図７参照）を基準とするシーソー的振動は小さくなる。従って、操作ボタン１４
０ｃの振動も小さくなる。
【０３９１】
　ここで、振動モータ２００ｆの振動中心であるモータ本体２１４が、左右方向中心線Ｐ
の中央に位置するように可振板２００ｄに組み付けられると、可振板２００ｄは、シーソ
ー的振動を伴うことなく、上下左側環状スペーサ２２０ｃ及び上下右側環状スペーサ２２
０ｃの伸縮のもとに厚さ方向に振動するようになる。
【０３９２】
　また、振動モータ２００ｆのモータ本体２１４が、図７にて示す位置から前後方向中心
線Ｑの左側或いは右側へずれた位置にて、可振板２００ｄに組み付けられるように変更し
てもよい。
（８）また、本発明の実施にあたり、上記第４実施形態にて述べた縦断面コ字状左側カバ
ー２２０ａ及び上下左側環状スペーサ２２０ｃの左右方向中心線Ｐからのずれる距離は、
適宜変更してもよく、また、縦断面コ字状左側カバー２２０ａ及び上下左側環状スペーサ
２２０ｃは、左右方向中心線Ｐよりも後方へずれるように変更してもよい。
【０３９３】
　また、左側カバー２２０ａ及び上下左側環状スペーサ２２０ｃに代えて、右側カバー２
２０ｂ及び上下右側環状スペーサ２２０ｄが、左右方向中心線Ｐよりも前方或いは後方へ
位置ずれするように可振板２００ｄに組み付けるようにしてもよい。
（９）また、本発明の実施にあたり、上記第５実施形態にて述べた振動機構ＶＭにおいて
、振動モータ２００ｆの可振板２００ｄに対する支持位置は、上記二等辺三角形の底辺か
ら後方に離れる程、可振板２００ｄのうち図４５にて上記二等辺三角形の底辺よりも後側
部位の振動が大きくなる。
【０３９４】
　また、振動モータ２００ｆの可振板２００ｄに対する支持位置が、上記二等辺三角形の
底辺に近づく程、可振板２００ｄのうち図４５にて上記二等辺三角形の底辺よりも後側部
位の振動が、小さくなり、可振板２００ｄの上記二等辺三角形の底辺よりも前側部位の振
動に近づく。
【０３９５】
　また、振動モータ２００ｆが、その振動モータ２１４にて、可振板２００ｄの上記二等
辺三角形の底辺上に支持される場合には、可振板２００ｄは、その全体にて、各スペーサ
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２２０ｃ、２２０ｄ及び２２０ｅの伸縮のもとに、上下方向に振動する。
（１０）また、本発明の実施にあたり、反射板１７０ａは、不透明な板であってもよい。
（１１）本発明の実施にあたり、上記第１実施形態にて述べた回転機構ＲＭにおいて、回
転軸１５３は、支持板１４１ではなく、筐体１３０から一体的に操作ボタン１４０ｃ内に
延出する長手状保持部材により、その延出端部にて、回転可能に支持されるようにしても
よい。これによれば、回転機構ＲＭは、操作ボタン１４０ｃの変位とは関係なく、当該操
作ボタン１４０ｃとは分離して支持される。なお、上述した長手状保持部材は、筐体１３
０から操作ボタン１４０ｃ内にその周壁に上下方向に長手状に形成した長穴部を通り、延
出するように形成されて、上述のように回転軸１５３を回転可能に支持するようになって
いる。
（１２）本発明の実施にあたり、上記第１実施形態にて述べた上下左側環状スペーサ２２
０ｃの間に筒を同軸的にかつ一体的に上下左側環状スペーサ２２０ｃと同一の形成材料で
もって形成するようにしてもよく、上下右側環状スペーサ２２０ｄの間に筒を同軸的にか
つ一体的に上下左側環状スペーサ２２０ｃと同一の形成材料でもって形成するようにして
もよい。これに伴い、ねじ２３０ａは、左側カバー２２０ａ、上下左側環状スペーサ２２
０ｃ及びこれらの間の筒を通してボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに締着され
る。また、ねじ２３０ｂは、左側カバー２２０ｂ、上下左側環状スペーサ２２０ｄ及びこ
れらの間の筒を通してボタンベース１４０ａの傾斜状上壁１４６ａに締着される。
【０３９６】
　ここで、傾斜状上壁１４６ａのねじ２３０ｂの締着部位からボタンベース１４０ａ内へ
筒状ボスを上下側環状スペーサ２２０ｃ、これらの間の筒及び左側カバー２２０ａを通り
突出させて、当該筒状ボス内に同軸的に形成した雌ねじ部にねじ２３０ｂを左側カバー２
２０ａ、上下左側環状スペーサ２２０ｃ、これらの間の筒を傾斜状上壁１４６ａとの間に
挟持するように締着する。
【０３９７】
　また、傾斜状上壁１４６ａのねじ２３０ｂの締着部位からボタンベース１４０ａ内へ筒
状ボスを上下右側環状スペーサ２２０ｄ、これらの間の筒及び左側カバー２２０ｂを通り
突出させて、当該筒状ボス内に同軸的に形成した雌ねじ部にねじ２３０ｂを右側カバー２
２０ｂ、上下右側環状スペーサ２２０ｄ、これらの間の筒を傾斜状上壁１４６ａとの間に
挟持するように締着する。
（１３）本発明の実施にあたり、上記第４実施形態にて述べた上下前側環状スペーサ２２
０ｆの間に筒を同軸的にかつ一体的に上下前側環状スペーサ２２０ｆと同一の形成材料で
もって形成するようにしてもよい。これに伴い、ねじ２３０ｃは、前側カバー２２０ｅ、
上下前側環状スペーサ２２０ｆ及びこれらの間の筒を通してボタンベース１４０ａの傾斜
状上壁１４６ａに締着する。
（１４）本発明の実施にあたり、図４４にて示す左右方向傾斜状中心線Ｐ１は、上記第４
実施形態とは異なり、左右法方向中心線Ｐに対し対称的に位置していてもよく、前後方向
中心線Ｑに対し対称的に位置していてもよい。
（１５）本発明の実施にあたり、上記第１実施形態にて述べた左右両側カバー２２０ａ、
２２０ｂは廃止してもよい。
（１６）本発明の実施にあたり、左下側スペーサ２２０ｃ、右下側スペーサ２２０ｄ及び
前下側スペーサ２２０ｆは、廃止してもよい。
【符号の説明】
【０３９８】
　ＢＧ…演出操作装置、Ｐ…左右方向直線、Ｐ１…左右方向傾斜状中心線、
Ｑ…前後方向中心線、ＶＭ…振動機構、１４０ａ…ボタンベース、
１４０ｃ…操作ボタン、２００ｄ…可振板、２００ｆ…振動モータ、
２００ｇ…偏心体、２１５…出力軸、２２０ｃ…上下左側環状スペーサ、
２２０ｄ…上下右側環状スペーサ。
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